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法人会は税のオピニオンリーダーとして
企業の発展を支援し　地域の振興に寄与し

国と社会の繁栄に貢献する
経営者の団体である

法人会の理念

ようこそ、
「豊の国おおいた」へ
矢野 利幸

　第33回法人会全国青年の集いが、本年11月 7
日・8日に大分市で開催されます。全国の青年部
会員の皆様をお迎えし、令和新時代の幕開けとな
る大会が、ここ大分で行われますことに大きな喜
びとともに誇らしく感じているところです。

　大分大会のスローガンは、『湧き上がれ !  未来
を動かす熱きパワー  ～「豊の国おおいた」から
の第一歩～』です。
　ここ大分県は、古くは豊の国と呼ばれ、13世紀
の初め（鎌倉時代）、豊後に大友氏が守護として
入国し、21代当主であった大友宗麟の時代には
豊前を含め北部九州6か国を支配するとともに、
キリシタン大名としてキリスト教や西洋文化を積
極的に取り入れ、府内 (現在の大分市 )、臼杵に
は中国船やポルトガル船が入り、「南蛮貿易」の
拠点として繁栄をもたらしました。
　青年部会員の皆様には、この大分大会で各地域
における法人会と積極的に交流され、一層の活動
の輪を広げていただき、未来を動かすものとなり

ますよう大いなる期待をいたしております。

　また大分県は、温暖な気候に恵まれ、海や山な
どの豊かな自然、その中で育まれた新鮮で安全な
食材、宇佐神宮や六郷満山、国宝臼杵石仏をはじ
めとした磨崖仏などの貴重な歴史的文化遺産等、
多くの地域資源があります。
　なんといっても県内全域に広がる温泉は、日本
一の湧出量と源泉数を誇り、地球上にある10種類
の泉質のうち8種類を有しています。
　さらに、「The・おおいた」ブランドとして関あ
じ・関さば、豊後牛などの高級食材をはじめ、カ
ボスやしいたけなど四季折々の素晴らしい食材も
満載です。

　このように資源ゆたかなところ大分で、歴史と
文化を大いに楽しんでいただき、本大会が全国青
年部会活動の発展に寄与しますよう、皆様のお越
しを心よりお待ち申し上げております。

一般社団法人　大分県法人会連合会会長
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物心両面の幸福を追求する場、
―それが会社だ

Fukuyama Keitaro

　昭和22年、復員した北大農学部の科学者7人で創
業した北共化学が前身のベル食品。「北海道で共に」
という志を胸に、シロップやラムネ、日本初のラーメ
ンスープ『華味』を世に送り出したベンチャー企業だ。
その後、ジンギスカンのたれを商品化、東京進出に

着手するもうまく行かず、昭和33年に倒産寸前と
なった。地元の支援を受けベル食品として再スタート
してからは右肩上がりの成長を遂げ、現在では北海
道の食文化の普及にとどまらず海外進出をも果たす。
そんな逆転劇を演出した福山氏の経営哲学とは。

福山 恵太郎 ベル食品株式会社
代表取締役会長

第22回

Kei taro

Fukuyam
a
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厳
し
い
状
況
を
乗
り
越
え
て
大
き
く

成
長
さ
れ
た
原
動
力
や
き
っ
か
け
は

何
だ
と
お
考
え
で
す
か
。 

最
初
の
き
っ
か
け
は
昭
和
31
年
に
発

売
し
た
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
の
た
れ
で
す

ね
。
今
で
こ
そ
、焼
肉
の
た
れ
は
た
く
さ
ん
あ

り
ま
す
が
、当
時
そ
う
い
っ
た
商
品
は
ど
こ

に
も
無
く
、「
日
本
初
」で
し
た
。
た
だ
、初
め

か
ら
売
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の

夏
、N
H
K
の『
チ
コ
ち
ゃ
ん
に
叱
ら
れ

る
！
』で
社
長
が
そ
の
話
を
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
が
、「
た
れ
が
売
れ
な
い
の
は
何
故

だ
。
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
の
認
知
が
低
い
か
ら
だ
。

な
ら
ば
そ
の
普
及
を
」と
、ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
の

鍋
を
作
っ
た
の
で
す
。
た
れ
を
買
っ
て
く
れ

た
精
肉
店
に
お
ま
け
と
し
て
鍋
を
付
け
、精

肉
店
で
は
羊
の
肉
と
た
れ
を
買
っ
た
お
客
さ

ま
に
鍋
を
貸
し
出
し
ま
し
た
。
公
民
館
で
食

べ
方
の
講
習
会
を
や
っ
た
り
、費
用
と
時
間

を
か
け
様
々
な
啓
蒙
活
動
を
し
ま
し
た
。
ジ

ン
ギ
ス
カ
ン
と
は
羊
の
肉
を
こ
う
い
う
鍋
で

焼
い
て
、こ
の
た
れ
を
つ
け
て
食
べ
る
ん
で

す
よ
、と
。
北
海
道
は
基
本
的
に
裕
福
な
土
地

柄
で
は
な
か
っ
た
の
で
、小
さ
い
頃
は
牛
肉

な
ん
か
ほ
と
ん
ど
食
べ
た
こ
と
が
な
く
、す

き
焼
き
も
た
い
て
い
豚
肉
で
し
た
。
羊
の
肉

は
と
て
も
安
か
っ
た
の
で
、人
が
集
ま
る
時

は
い
つ
も
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
。
そ
う
い
う
場
に
、

う
ち
の
た
れ
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
う
れ
し
い

時
、楽
し
い
時
に
食
べ
た
も
の
っ
て
お
い
し

い
で
す
よ
ね
。
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
は
、北
海
道
の

楽
し
い
食
卓
の
歴
史
そ
の
も
の
な
の
で
す
。

そ
の
後
、ど
の
よ
う
な
方
向
に
進
ん
で

行
っ
た
の
で
す
か
。

弊
社
は
も
と
も
と
技
術
者
が
つ
く
っ

た
会
社
で
、父
の
代
ま
で
ず
っ
と
社
長

も
技
術
系
で
し
た
。
で
す
か
ら
売
る
の
は
下

手
で
し
た
が
、工
場
に
は
珍
し
い
設
備
や
新
し

い
機
械
が
た
く
さ
ん
あ
り
、優
秀
な
先
輩
方
が

技
術
力
を
培
っ
て
く
れ
て
い
ま
し
た
。
さ
ら

に
、ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
の
た
れ
の
C
M
を
道
内
で

流
し
始
め
た
こ
と
で
広
く
認
知
さ
れ
て
い
き

ま
し
た
。
そ
し
て
、も
と
も
と
が
調
味
料
メ
ー

カ
ー
で
す
か
ら
道
内
外
の
製
麺
業
者
さ
ん
に

ラ
ー
メ
ン
ス
ー
プ
を
卸
し
、麺
と
セ
ッ
ト
で
販

売
し
て
も
ら
っ
た
こ
と
も
大
き
な
タ
ー
ニ
ン

グ
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
道
内
外
の
製
麺
屋
さ
ん

や
地
場
の
企
業
と
組
ん
で
開
発
を
進
め
、

O
E
M
と
し
て
成
長
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

お
い
し
い
ラ
ー
メ
ン
ス
ー
プ
を
作
り
、そ
れ
を

使
っ
て
く
だ
さ
る
製
麺
屋
さ
ん
と
共
に
大
き

く
な
っ
て
い
っ
た
、と
い
う
感
じ
で
す
ね
。
現

在
で
は
ラ
ー
メ
ン
ス
ー
プ
な
ど
の
一
食
用
商

品
は
ジ
ャ
ン
ル
を
増
や
し
、B
ｔ
o
B
で
2
億

食
以
上
作
っ
て
い
て
、大
手
メ
ー
カ
ー
さ
ん

に
も
供
給
し
て
い
ま
す
。
家
庭
用
で
は
最
近

ラ
ー
メ
ン
サ
ラ
ダ
、ス
ー
プ
カ
レ
ー
、豚
丼
、

北
海
道
根
昆
布
だ
し
等
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
も
ど

ん
ど
ん
増
え
ま
し
た
。
道
内
各
地
の
特
産
物

を
加
工
し
た
レ
ト
ル
ト
製
品
、例
え
ば
ス
ー

プ
や
カ
レ
ー
、シ
チ
ュ
ー
、丼
物
、総
菜
な
ど

の
開
発
に
は
特
に
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。

　

北
海
道
は
お
い
し
い
一
次
産
品
が
た
く
さ

ん
採
れ
ま
す
が
、実
は
そ
れ
ら
が
ほ
と
ん
ど

本
州
に
行
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
昆
布
や

明
太
子
が
最
た
る
も
の
で
す
が
、北
海
道
の

い
い
原
料
が
北
海
道
以
外
の
場
所
で
加
工
さ

れ
て
い
る
の
で
す
。
北
海
道
の
付
加
価
値
は

北
海
道
の
企
業
が
作
り
北
海
道
か
ら
発
信
す

る
。
そ
し
て
利
益
と
い
う
形
で
道
内
に
循
環

さ
せ
て
い
か
な
い
と
北
海
道
の
発
展
は
な

い
。
―
―
こ
れ
を
使
命
と
し
て
事
業
を
し
た

い
と
考
え
た
の
で
す
。

消
費
者
に
選
ば
れ
る
一
番
の
理
由
は

味
や
商
品
力
だ
と
思
う
の
で
す
が
、そ

の
部
分
で
の
強
み
や
他
社
と
の
差
別
化
を
教

え
て
く
だ
さ
い
。

北
海
道
の
人
た
ち
が
好
む
味
を
知
り

尽
く
し
て
い
る
こ
と
、そ
し
て
地
方
の

も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
の
味
、あ
る
い
は
、そ
の
会

社
の
望
む
味
に
作
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　

う
ち
の
開
発
部
門
に
は
、五
味（
甘
味
、塩

味
、酸
味
、旨
味
、苦
味
）テ
ス
ト
な
ど
、味
の

テ
ス
ト
に
合
格
し
な
い
と
入
社
で
き
ま
せ

ん
。
お
客
さ
ま
が
あ
る
ラ
ー
メ
ン
屋
さ
ん
の

味
を
再
現
し
て
ほ
し
い
と
い
わ
れ
る
と
、弊

社
の
開
発
が
食
べ
に
行
き
、舌
で
覚
え
再
現

で
き
る
と
い
う
く
ら
い
、味
の
再
現
力
に
は

自
信
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、現
在
約
1
8
0
0

種
の
商
品
が
あ
り
ま
す
が
、常
に
同
じ
味
を

作
り
続
け
る
の
は
実
は
簡
単
な
よ
う
で
非
常

に
難
し
い
こ
と
な
ん
で
す
。
原
料
も
産
地
や

季
節
に
よ
っ
て
違
い
ま
す
し
、同
じ
醤
油
で

あ
っ
て
も
ロ
ッ
ト
ご
と
に
微
妙
に
味
が
異
な

る
の
で
、常
に
同
じ
味
に
作
り
あ
げ
る
と
い

う
こ
と
も
技
術
が
必
要
な
の
で
す
。

　

ま
た
、安
心
安
全
に
も
早
く
か
ら
取
り
組

み
、そ
こ
に
つ
い
て
は
道
内
で
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス

の
メ
ー
カ
ー
だ
と
評
価
も
い
た
だ
い
て
い
ま

す
。
I
S
O
2
2
0
0
0
は
今
一
番
厳
し
い

と
言
わ
れ
て
お
り
、企
業
に
よ
っ
て
は
メ
イ

ン
の
ラ
イ
ン
し
か
取
得
し
て
い
な
い
場
合
も

あ
り
ま
す
が
、弊
社
で
は
全
ラ
イ
ン
、全
工
場

で
I
S
O
2
2
0
0
0
を
取
っ
て
い
ま
す
。

委
嘱
用
ス
ー
プ
の
液
体
ラ
イ
ン
、練
り
体
ラ

イ
ン
、粉
末
の
ラ
イ
ン
、瓶
の
ラ
イ
ン
、缶
の

ラ
イ
ン
、業
務
用
と
い
う
よ
う
に
。
さ
ら
に
ト

レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
の
仕
組
み
を
し
っ
か
り
と

構
築
し
て
い
ま
す
。
設
備
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
も

QA
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ol.22

商品アイテム総数は1800種を超える。そのうち一般家庭用は35％を占める
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1948年札幌市生まれ。慶應義塾
大学卒業後、広島の東洋工業（現
マツダ）に入社、部品販売で海外と
の折衝を行う。1975年にベル食品
入社、1993年より代表取締役、
2018年より現職。趣味はゴルフ。

代表取締役会長 

福山 恵太郎

COMPANY PROFILE

http://www.bellfoods.co.jp/ 

創業
代表取締役会長

所在地

資本金
業種

事業所

関連会社

昭和22年
福山恵太郎
北海道札幌市西区
二十四軒3条7丁目
3番35号
4億8525万円
食品の製造、販売
本社工場、遠軽工場、配送センター
東京支店、東北営業所、大阪営業所
三栄食品株式会社

ベル食品株式会社  

2

3 1

1 スープカレーをはじめ、レトルト食品も豊富に揃う　2 『成吉思汗のたれ』の販促用に作られた
ジンギスカン鍋　3 厳しい基準の品質管理が行われている

含
め
る
と
か
な
り
費
用
は
か
か
り
ま
し
た

が
、一
つ
一
つ
の
製
品
に
つ
い
て
原
料
は
ど

こ
の
メ
ー
カ
ー
で
、ど
う
い
う
品
質
の
ロ
ッ

ト
で
、賞
味
期
限
は
い
つ
な
の
か
、な
ど
が
瞬

時
に
分
か
り
ま
す
。
原
料
に
全
部
Q
R
コ
ー

ド
を
つ
け
て
充
填
し
て
い
て
、万
が
一
、何
か

ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ
て
も
全
て
ト
レ
ー
ス
で
き

る
仕
組
み
で
す
。
そ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
も
全

て
社
内
で
つ
く
っ
た
も
の
で
す
。
商
品
づ
く

り
に
つ
い
て
は
、東
北
、東
京
、大
阪
と
い
っ

た
道
外
の
営
業
所
も
含
め
、開
発
と
営
業
が

一
緒
に
会
議
を
し
て
新
商
品
を
作
っ
て
い
る

こ
と
で
意
思
決
定
が
早
い
こ
と
も
強
み
で
す

ね
。
普
通
だ
と
商
品
づ
く
り
は
事
業
部
、製
造

は
開
発
部
が
、と
い
う
会
社
が
多
い
と
思
い

ま
す
が
、う
ち
は
お
客
さ
ま
の
声
も
直
接
開

発
に
届
き
ま
す
し
、技
術
開
発
も
含
め
全
て

一
緒
に
新
商
品
を
つ
く
っ
て
い
る
の
で
す
。

経
営
に
何
が
大
切
だ
と
お
考
え
で

し
ょ
う
か
。

社
員
が
生
き
生
き
と
、そ
し
て
自
主

的
に
働
け
る
よ
う
な
職
場
に
、と
考

え
て
作
っ
た
経
営
理
念
が
あ
り
ま
す
。
父
が

作
っ
た
も
の
に
、私
の
想
い
を
加
え
て
作
り

か
え
た
も
の
で
す
。「
会
社
は
誰
の
も
の
か
」

と
い
う
と
、経
営
学
の
視
点
で
は
資
本
家
の

も
の
で
す
が
、私
た
ち
は
社
員
の
た
め
に
あ

る
と
考
え
て
い
る
ん
で
す
。
社
員
が
ど
う

い
っ
た
気
持
ち
で
仕
事
を
し
て
い
け
る
の

か
、そ
の
一
点
だ
と
思
う
ん
で
す
。
そ
う
し

た
時
に
、人
が
頑
張
る
た
め
の
原
動
力
、経

済
的
な
部
分
と
も
う
一
つ
、生
き
て
い
く
証

と
し
て
心
の
内
面
的
な
部
分
が
あ
り
ま
す
よ

ね
。
自
分
の
力
が
何
か
世
の
中
の
た
め
に
な

る
よ
う
に
と
い
う
、人
間
が
本
来
持
っ
て
い

る
心
か
ら
の
欲
求
で
す
。
こ
の
二
つ
、『
物
心

両
面
の
幸
福
を
追
求
す
る
場
』こ
そ
が
会
社

だ
と
思
う
の
で
す
。
こ
の
言
葉
は
、稲
盛
和

夫
氏
の
盛
和
塾
で
学
ん
だ
こ
と
で
す
が
、そ

の
心
の
欲
求
こ
そ
が
、北
海
道
の
一
次
産
品

の
付
加
価
値
を
地
元
で
つ
く
ろ
う
、自
分
た

ち
の
住
ん
で
い
る
地
域
社
会
に
貢
献
し
よ

う
、と
い
う
挑
戦
な
の
で
す
。
そ
し
て
社
員

同
士
が
助
け
合
い
、信
頼
関
係
の
あ
る
仲
間

と
な
り
、経
営
者
も
共
に
学
び
な
が
ら
成
長

を
目
指
し
て
い
く
。
そ
う
い
う
関
係
を
築
き

な
が
ら
生
き
生
き
と
仕
事
が
で
き
、そ
れ
ぞ

れ
の
能
力
が
十
分
に
発
揮
で
き
る
。
そ
ん
な

会
社
で
あ
り
、そ
う
い
う
会
社
に
し
た
い
と

思
っ
て
や
っ
て
き
ま
し
た
。

事
業
承
継
と
今
後
の
展
望
に
つ
い
て

教
え
て
く
だ
さ
い
。

私
に
は
息
子
が
3
人
お
り
ま
す
が
、誰

が
一
番
経
営
に
向
い
て
い
る
か
を
早

い
時
期
に
見
極
め
、ス
ム
ー
ス
に
事
業
承
継
で

き
る
よ
う
に
進
め
て
い
き
ま
し
た
。
昨
年
か

ら
社
長
に
な
っ
た
浩
司
は
大
学
で
経
営
の
勉

強
を
し
た
後
、味
の
素
さ
ん
で
5
年
間
、と
に

か
く
一
番
厳
し
い
仕
事
を
す
る
よ
う
に
、と

色
々
と
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ

の
あ
と
弊
社
に
入
社
し
、ま
ず
は
東
京
支
店
で

本
州
の
営
業
を
5
年
間
経
験
さ
せ
本
社
に
戻

し
、中
核
の
任
務
を
社
員
の
先
頭
で
や
っ
て
き

ま
し
た
。
社
長
は
責
任
感
と
体
力
が
必
要
で

す
。
事
業
の
継
承
は
上
手
く
い
っ
て
い
ま
す
。 

　

将
来
を
見
据
え
て
今
、社
長
が
特
に
頑

張
っ
て
い
る
の
が
海
外
展
開
で
す
。
日
本
の

人
口
は
ど
ん
ど
ん
減
っ
て
い
き
ま
す
か
ら
、

30
年
後
、40
年
後
を
考
え
て
、ま
ず
ベ
ト
ナ

ム
に
進
出
し
た
と
こ
ろ
で
す
。
国
内
へ
は
北

海
道
の
強
み
を
生
か
し
、海
外
へ
は
日
本
の

強
み
を
前
面
に
出
し
た
も
の
づ
く
り
を
し
て

い
こ
う
と
い
う
２
つ
の
軸
で
事
業
を
進
め
て

い
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
安
全
・
安
心
、

そ
し
て
オ
ー
ル
北
海
道
と
い
う
こ
と
を
大
切

に
し
て
頑
張
っ
て
い
き
ま
す
。
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キッチンと実験室の機能を備えた開発室。年間約4000種の試作が行われる



な
ど
が
あ
る
。

　

納
付
方
法
と
し
て
は
、
従
来
か
ら
あ
る
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
に
加
え
て
ダ
イ

レ
ク
ト
納
付
も
可
能
と
な
っ
た
。
ダ
イ
レ
ク

ト
納
付
の
利
用
に
は
、
事
前
に
金
融
機
関
の

口
座
登
録
が
必
要
だ
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

バ
ン
キ
ン
グ
へ
の
ロ
グ
イ
ン
や
暗
証
番
号
等

を
必
要
と
し
な
い
た
め
、
税
金
の
申
告
か
ら

支
払
い
ま
で
を
一
括
し
て
税
理
士
等
の
代
理

人
に
任
せ
る
こ
と
が
容
易
に
な
る
な
ど
、
メ

リ
ッ
ト
が
大
き
い
。

　

ス
タ
ー
ト
当
初
か
ら
取
り
扱
う
税
目
は
、

法
人
都
道
府
県
民
税
、
法
人
事
業
税
、
地
方

法
人
特
別
税
、
法
人
市
町
村
民
税
、
事
業
所

税
、
個
人
住
民
税
（
特
別
徴
収
分
、
退
職
所

得
分
）
と
し
て
い
る
。

　

特
に
、
個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
分
に
つ

い
て
は
、
特
別
徴
収
義
務
者
（
事
業
主
）
が

複
数
の
自
治
体
に
毎
月
納
入
す
る
必
要
が
あ

る
た
め
、
本
シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る
こ
と
に

よ
り
、
納
付
事
務
の
大
幅
な
効
率
化
を
図
る

こ
と
が
可
能
と
な
る
。　

　

本
シ
ス
テ
ム
は
利
便
性
が
高
い
こ
と
か

ら
、
早
期
の
利
用
開
始
を
検
討
さ
れ
、
業
務

効
率
化
を
図
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

※

「
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
」
と
は
、
「
地
方
税
共
同

機
構
」
が
運
営
す
る
地
方
税
ポ
ー
タ
ル
シ
ス

テ
ム
の
呼
称
で
、
地
方
税
に
お
け
る
手
続
き

を
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
電
子
的

に
行
う
シ
ス
テ
ム
で
す
。

https://w
w
w
.eltax.lta.go.jp/

◆ 
松
﨑
専
務
理
事
、

　 
全
国
行
脚

　

法
人
税
は
昭
和
22
年（
１
９
４
７
年
）４
月

に
賦
課
課
税
制
度
か
ら
申
告
納
税
制
度
へ
と

移
行
し
た
。当
時
の
社
会
経
済
状
態
か
ら
も
、

経
営
者
が
難
解
な
税
法
を
理
解
し
て
、自
主

的
に
税
金
を
申
告
で
き
る
か
危
惧
さ
れ
た
こ

と
か
ら
、申
告
納
税
制
度
の
定
着
に
は
納
税

者
自
身
が
団
体
を
結
成
し
、帳
簿
の
整
備
、税

知
識
の
普
及
な
ど
を
図
る
必
要
性
が
生
じ

た
。こ
の
よ
う
に
し
て
、企
業
の
間
か
ら
自
発

的
に
誕
生
し
た
法
人
会
は
、長
き
に
わ
た
り

『
税
』の
分
野
を
中
心
と
し
な
が
ら
、地
域
振

興
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
地
域
に
密
着
し
た

活
動
を
積
極
的
に
行
っ
て
き
た
。

　

今
年
度
、松
﨑
全
法
連
専
務
理
事
が
積
極

的
に
全
国
を
飛
び
回
っ
て
い
る
。『
成
り
立

ち
や
役
割
、課
題
等
を
正
し
く
理
解
し
、法

人
会
の
さ
ら
な
る
発
展
を
目
指
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
』と
の
想
い
か
ら
、寒
河
江
、宮

古
、玉
川
、登
米
、立
川
、諏
訪
の
各
法
人
会
、

高
知
、岐
阜
、秋
田
、栃
木
の
各
県
連
お
よ
び

東
北
六
県
連
の
研
修
会
等
で
講
演
を
行
っ

て
お
り
、愛
知
県
連
、静
岡
県
連
で
も
実
施

を
予
定
し
て
い
る
。

◆ 

東
京
セ
ミ
ナ
ー
等
の

　 

開
催

　

福
利
厚
生
制
度
の
協
力
会
社
で
あ
る
Ａ
Ｉ

Ｇ
損
害
保
険
株
式
会
社
（
以
下
、
Ａ
Ｉ
Ｇ
損

保
）
は
、「
経
営
者
大
型
総
合
保
障
制
度
」
な

ら
び
に
「
ビ
ジ
ネ
ス
ガ
ー
ド
」
の
普
及
・
推

進
に
顕
著
な
実
績
を
あ
げ
た
大
同
生
命
保
険

株
式
会
社
（
以
下
、
大
同
生
命
）
の
推
進
員

を
対
象
に
、
知
識
取
得
を
目
的
と
し
た
研
修

「
東
京
セ
ミ
ナ
ー
」
を
来
年
２
月
に
開
催
す

る
。
本
セ
ミ
ナ
ー
は
毎
年
開
催
さ
れ
て
お

り
、
今
回
が
11
回
目
。
昨
年
度
は
約
１
０
０

名
の
参
加
者
で
開
催
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
Ａ
Ｉ
Ｇ
損
保
と
大
同
生
命
は
、
Ａ

Ｉ
Ｇ
損
保
の
福
利
厚
生
制
度
推
進
員
（
代
理

店
、
キ
ャ
リ
ア
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
社
員
）
に
よ

る
「
経
営
者
大
型
総
合
保
障
制
度
」
の
新
商

品
『
Ｌ
タ
イ
プ
α
』『
Ｊ
タ
イ
プ
α
』『
Ｔ
タ

イ
プ
α
』
な
ら
び
に
「
ビ
ジ
ネ
ス
ガ
ー
ド
」

の
新
特
約
『
ハ
イ
パ
ー
メ
デ
ィ
カ
ル
プ
ラ

ス
』
の
会
員
へ
の
案
内
と
、
昨
今
の
大
規
模

自
然
災
害
に
対
す
る
事
前
の
備
え
（
防
災
・

減
災
対
策
）
と
し
て
「
リ
ス
ク
コ
ン
サ
ル

テ
ィ
ン
グ
」
の
実
施
強
化
を
目
指
す
取
り
組

み
を
、
９
月
か
ら
11
月
の
３
か
月
間
に
わ

た
っ
て
各
法
人
会
の
協
力
の
も
と
展
開
し
て

い
る
。

　

Ａ
Ｉ
Ｇ
損
保
と
大
同
生
命
は
、
今
後
も
協

調
し
て
福
利
厚
生
制
度
の
普
及
・
推
進
に
努

め
て
い
く
。

◆「
地
方
税
共
通
納
税
シ
ス
テ
ム
」

を
活
用
し
ま
し
ょ
う
！

　

10
月
１
日
よ
り
、
す
べ
て
の
都
道
府
県
、

市
区
町
村
へ
、
自
宅
や
職
場
の
パ
ソ
コ
ン
か

ら
「
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
」
を
利
用
し
て
、
一
括
し

て
電
子
納
税
が
行
え
る
「
地
方
税
共
通
納
税

シ
ス
テ
ム
」
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
、
地
方
税
の
納
税
手
続
き
は
、

自
治
体
発
行
の
納
付
書
に
基
づ
き
金
融
機
関

の
窓
口
を
通
じ
て
行
う
の
が
一
般
的
で
あ
っ

た
が
、
納
付
書
の
形
式
や
取
扱
金
融
機
関
が

自
治
体
ご
と
に
異
な
る
、
身
近
に
取
扱
金
融

機
関
が
な
い
、
金
融
機
関
の
取
扱
時
間
が
限

定
的
、
窓
口
が
混
雑
す
る
な
ど
の
問
題
が
あ

り
、
企
業
の
事
務
負
担
が
大
き
か
っ
た
。
ま

た
、
国
税
で
は
順
調
に
普
及
が
進
ん
で
い
る

電
子
納
税
に
つ
い
て
も
、
地
方
税
で
は
対
応

し
て
い
る
自
治
体
が
限
ら
れ
て
い
た
こ
と

も
、
普
及
を
阻
害
し
て
い
た
。

　

本
シ
ス
テ
ム
の
特
徴
に
は
、
①
す
べ
て
の

自
治
体
へ
の
電
子
納
税
が
可
能
、
②
電
子
申

告
と
あ
わ
せ
て
申
告
か
ら
納
税
ま
で
を
一
連

の
手
順
で
行
う
こ
と
が
可
能
、
③
複
数
の
自

治
体
へ
の
一
括
納
付
に
よ
り
、
納
付
事
務
の

負
担
が
軽
減
さ
れ
る
、
④
各
自
治
体
が
指
定

す
る
金
融
機
関
以
外
か
ら
も
納
付
が
可
能
、
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●
今
後
の
税
財
政
を
考
え
る
う
え
で
重
要

な
要
素
と
な
る
の
は
団
塊
の
世
代
の
動
向

で
あ
る
。
こ
の
世
代
の
先
頭
が
後
期
高
齢

者
入
り
す
る
の
は
2
0
2
2
年
で
あ
り
、

2
0
2
5
年
度
は
団
塊
の
世
代
す
べ
て
が

後
期
高
齢
者
に
達
す
る
年
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
政
府
の
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス
黒

字
化
目
標
年
度
は
遅
す
ぎ
る
わ
け
で
、
本

来
な
ら
団
塊
の
世
代
の
先
頭
が
後
期
高
齢

者
入
り
す
る
前
に
黒
字
化
目
標
を
設
定
す

べ
き
で
あ
る
。

⑴
今
般
の
消
費
税
率
10
%
へ
の
引
き
上
げ

は
、
財
政
健
全
化
と
社
会
保
障
の
安
定

財
源
確
保
の
た
め
に
不
可
欠
だ
っ
た
。
税

率
引
き
上
げ
に
よ
る
悪
影
響
を
緩
和
す

る
等
の
環
境
整
備
は
必
要
だ
が
、
本
年

度
に
引
き
続
き
、
来
年
度
当
初
予
算
に

お
い
て
も
臨
時
・
特
別
の
措
置
を
講
じ

る
こ
と
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が

バ
ラ
マ
キ
政
策
と
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。

⑵
政
府
は
、
2
0
1
6
年
度
か
ら
18
年
度

の
3
年
間
を
集
中
改
革
期
間
と
位
置
づ

け
、
政
策
経
費
の
増
加
額
を
1
・
6
兆

円
（
社
会
保
障
費
1
・
5
兆
円
、
そ
の

他
0
・
1
兆
円
）
程
度
に
抑
制
す
る
目

安
を
達
成
し
た
。
2
0
1
9
年
度
か
ら

21
年
度
の
基
盤
強
化
期
間
に
つ
い
て
も
、

引
き
続
き
社
会
保
障
費
の
増
加
額
を
抑

制
す
る
目
安
を
示
し
、
改
革
に
取
り
組

む
必
要
が
あ
る
。

⑶
財
政
健
全
化
は
国
家
的
課
題
で
あ
り
、

歳
出
、
歳
入
の
一
体
的
改
革
に
よ
っ
て

進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
歳
入
で

は
安
易
に
税
の
自
然
増
収
を
前
提
と
す

る
こ
と
な
く
、
ま
た
歳
出
に
つ
い
て
は

聖
域
を
設
け
ず
に
分
野
別
の
具
体
的
な

削
減
の
方
策
と
工
程
表
を
明
示
し
、
着

実
に
改
革
を
実
行
す
る
よ
う
求
め
る
。

⑷
今
般
の
消
費
税
率
引
き
上
げ
に
伴
っ
て

本
年
10
月
よ
り
軽
減
税
率
制
度
が
導
入

さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
減
収
分
に
つ

い
て
は
安
定
的
な
恒
久
財
源
を
確
保
す

る
べ
き
で
あ
る
。

⑸
国
債
の
信
認
が
揺
ら
い
だ
場
合
、
長
期

令和2年度
税制改正に関する提言

全法連は9月18日の理事会で、全法連税制委員会（飯野光彦委員長）が取りまとめた「令和2年度
税制改正に関する提言」を決議した。10月以降、全法連は各政党のヒアリングに出席するほか、財務
省、総務省、国税庁、中小企業庁等に提言活動を実施する。各県連・単位会も地元選出の国会議員
や地方自治体首長などに対し提言を行うこととしている。

地域経済と雇用の担い手である中小企業に配慮を

と
し
て
「
行
革
の
徹
底
」
が
不
可
欠
で

あ
っ
た
こ
と
を
想
起
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

地
方
を
含
め
た
政
府
・
議
会
が
「
ま
ず
隗

よ
り
始
め
よ
」
の
精
神
に
基
づ
き
自
ら
身

を
削
る
の
で
あ
る
。

⑴
国
・
地
方
に
お
け
る
議
員
定
数
の
大
胆

な
削
減
と
歳
費
の
抑
制
。

⑵
厳
し
い
財
政
状
況
を
踏
ま
え
、
国
・
地

方
公
務
員
の
人
員
削
減
と
、
能
力
を
重

視
し
た
賃
金
体
系
に
よ
る
人
件
費
の
抑

制
。

⑶
特
別
会
計
と
独
立
行
政
法
人
の
無
駄
の

削
減
。

⑷
積
極
的
な
民
間
活
力
導
入
を
行
い
成
長

に
つ
な
げ
る
。

●
本
年
10
月
か
ら
導
入
さ
れ
る
軽
減
税
率

制
度
は
事
業
者
の
事
務
負
担
が
大
き
い
う

え
、
税
制
の
簡
素
化
、
税
務
執
行
コ
ス
ト

お
よ
び
税
収
確
保
な
ど
の
観
点
か
ら
問
題

が
多
い
。
こ
の
た
め
、
か
ね
て
か
ら
税
率

10
%
程
度
ま
で
は
単
一
税
率
が
望
ま
し
く
、

低
所
得
者
対
策
は
「
簡
素
な
給
付
措
置
」

の
見
直
し
で
対
応
す
る
の
が
適
当
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
。
軽
減
税
率
制
度

導
入
後
は
、
国
民
や
事
業
者
へ
の
影
響
、

低
所
得
者
対
策
の
効
果
等
を
検
証
し
、
問

題
が
あ
れ
ば
同
制
度
の
是
非
を
含
め
て
見

直
し
が
必
要
で
あ
る
。

⑴
現
在
施
行
さ
れ
て
い
る
「
消
費
税
転
嫁

対
策
特
別
措
置
法
」
の
効
果
等
を
検
証

置
付
け
、
大
胆
な
規
制
改
革
を
行
う
必

要
が
あ
る
。
給
付
の
急
増
を
抑
制
す
る

た
め
に
診
療
報
酬
（
本
体
）
体
系
を
見

直
す
と
と
も
に
、
政
府
目
標
で
あ
る

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
の
普
及
率
80
%
以
上
も

早
期
に
達
成
す
る
。

⑶
介
護
保
険
に
つ
い
て
は
、
制
度
の
持
続

性
を
高
め
る
た
め
に
真
に
介
護
が
必
要

な
者
と
そ
う
で
な
い
者
と
に
メ
リ
ハ
リ

を
つ
け
、
給
付
及
び
負
担
の
あ
り
方
を

見
直
す
。

⑷
生
活
保
護
に
つ
い
て
は
、
給
付
水
準
の

あ
り
方
な
ど
を
見
直
す
と
と
も
に
、
不

正
受
給
の
防
止
な
ど
さ
ら
な
る
厳
格
な

運
用
が
不
可
欠
で
あ
る
。

⑸
少
子
化
対
策
で
は
、
現
金
給
付
よ
り
保

育
所
や
学
童
保
育
等
を
整
備
す
る
な
ど

の
現
物
給
付
に
重
点
を
置
く
べ
き
で
あ

る
。
そ
の
際
、
企
業
も
積
極
的
に
子
育

て
支
援
に
関
与
で
き
る
よ
う
、
企
業
主

導
型
保
育
事
業
の
さ
ら
な
る
活
用
に
向

け
て
検
討
す
る
。

ま
た
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
等
の
取

り
組
み
を
着
実
に
推
進
す
る
た
め
に
は

安
定
財
源
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑹
企
業
へ
の
過
度
な
保
険
料
負
担
を
抑
え
、

経
済
成
長
を
阻
害
し
な
い
よ
う
な
社
会

保
障
制
度
の
確
立
が
求
め
ら
れ
る
。

●
今
般
の
消
費
税
率
引
き
上
げ
は
国
民
に

痛
み
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
前
提

し
、
中
小
企
業
が
適
正
に
価
格
転
嫁
で

き
る
よ
う
、
さ
ら
に
実
効
性
の
高
い
対

策
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。

⑵
消
費
税
の
滞
納
防
止
は
税
率
の
引
き
上

げ
に
伴
っ
て
よ
り
重
要
な
課
題
と
な
る
。

消
費
税
の
制
度
、
執
行
面
に
お
い
て
さ

ら
な
る
対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。

⑶
シ
ス
テ
ム
改
修
や
従
業
員
教
育
な
ど
、

事
務
負
担
が
増
大
す
る
中
小
企
業
に
対

し
て
特
段
の
配
慮
が
求
め
ら
れ
る
。

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
す
で
に
運
用
段

階
に
入
っ
て
い
る
が
、
依
然
と
し
て
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
普
及
率
が
低
い
な
ど
、

国
民
や
事
業
者
が
正
し
く
制
度
を
理
解
し

て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
政
府
は
引
き
続

き
、
制
度
の
意
義
等
の
周
知
に
努
め
、
そ

の
定
着
に
向
け
本
腰
を
入
れ
て
取
り
組
ん

で
い
く
必
要
が
あ
る
。

●
〝
先
進
国
ク
ラ
ブ
〞
と
称
さ
れ
る

O
E
C
D
（
経
済
協
力
開
発
機
構
）
加
盟

国
の
法
人
実
効
税
率
平
均
は
25
%
、
ア
ジ

ア
主
要
10
カ
国
の
平
均
は
22
%
と
な
っ
て

い
る
。
米
国
も
ト
ラ
ン
プ
税
制
改
革
で
我

が
国
水
準
以
下
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
。

●
E
U
内
で
は
一
部
に
引
き
下
げ
行
き
過

ぎ
論
も
出
て
い
る
が
、
我
が
国
の
水
準
が

比
較
的
高
い
と
い
う
現
実
に
変
わ
り
は
な

い
。
国
際
競
争
力
強
化
な
ど
の
観
点
か
ら
、

今
般
の
法
人
実
効
税
率
引
き
下
げ
の
効
果

等
を
確
認
し
つ
つ
、
さ
ら
な
る
引
き
下
げ

も
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

⑴ 

中
小
法
人
に
適
用
さ
れ
る
軽
減
税
率

の
特
例
15
%
を
本
則
化
す
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
昭
和
56
年
以
来
、
8
0
0
万
円

以
下
に
据
え
置
か
れ
て
い
る
軽
減
税
率

の
適
用
所
得
金
額
を
、
少
な
く
と
も

1
6
0
0
万
円
程
度
に
引
き
上
げ
る
。

⑵
租
税
特
別
措
置
に
つ
い
て
は
、
公
平

性
・
簡
素
化
の
観
点
か
ら
、
政
策
目
的

を
達
し
た
も
の
や
適
用
件
数
の
少
な
い

も
の
は
廃
止
を
含
め
て
整
理
合
理
化
を

行
う
必
要
は
あ
る
が
、
中
小
企
業
の
技

術
革
新
な
ど
経
済
活
性
化
に
資
す
る
措

置
は
、
以
下
の
と
お
り
制
度
を
拡
充
し

た
う
え
で
本
則
化
す
べ
き
で
あ
る
。

①
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
に
つ
い
て

は
、
対
象
設
備
を
拡
充
し
た
う
え
、「
中

古
設
備
」
を
含
め
る
。

②
少
額
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
の

損
金
算
入
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
は
、
損

金
算
入
額
の
上
限（
合
計
3
0
0
万
円
）

を
撤
廃
し
全
額
を
損
金
算
入
と
す
る
。

な
お
、
そ
れ
が
直
ち
に
困
難
な
場
合
は
、
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金
利
の
急
上
昇
な
ど
金
融
資
本
市
場
に

多
大
な
影
響
を
与
え
、
成
長
を
阻
害
す

る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
政
府
・
日
銀

に
は
、
市
場
の
動
向
を
踏
ま
え
た
細
心

の
政
策
運
営
を
求
め
た
い
。

●
社
会
保
障
給
付
費
の
財
源
は
公
費
と
保

険
料
で
あ
る
。
適
正
な
「
負
担
」
と
重
点

化
・
効
率
化
に
よ
る
「
給
付
」
の
抑
制
を

可
能
な
限
り
実
行
し
な
い
と
、
持
続
可
能

な
社
会
保
障
制
度
の
構
築
も
財
政
の
健
全

化
も
実
現
で
き
な
い
。
と
り
わ
け
、
医
療

と
介
護
の
分
野
は
給
付
の
急
増
が
見
込
ま

れ
て
お
り
、
こ
こ
に
改
革
の
メ
ス
を
ど
う

入
れ
る
か
が
重
要
に
な
る
。

●
超
高
齢
化
社
会
が
急
速
に
進
展
す
る
今
、

社
会
保
障
は
「
自
助
」「
公
助
」「
共
助
」

の
役
割
と
範
囲
を
改
め
て
見
直
す
必
要
が

あ
る
が
、
そ
の
際
に
重
要
な
の
は
公
平
性

の
視
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
医
療
保
険
の

窓
口
負
担
や
介
護
保
険
の
利
用
者
負
担
な

ど
の
本
人
負
担
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
に

お
い
て
も
負
担
能
力
に
応
じ
る
こ
と
を
原

則
と
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑴
年
金
に
つ
い
て
は
、「
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ

ド
の
厳
格
対
応
」、「
支
給
開
始
年
齢
の

引
き
上
げ
」、「
高
所
得
高
齢
者
の
基
礎

年
金
国
庫
負
担
相
当
分
の
年
金
給
付
削

減
」
等
、
抜
本
的
な
施
策
を
実
施
す
る
。

⑵
医
療
は
産
業
政
策
的
に
成
長
分
野
と
位
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9月5日の全法連税制委員会では、活発な討論が繰り広げられた

Ⅰ  

税
・
財
政
改
革
の
あ
り
方

1.
財
政
健
全
化
に
向
け
て

2.
社
会
保
障
制
度
に
対
す
る

 

基
本
的
考
え
方

《
基
本
的
な
課
題
》

提
言
要
約



●
今
後
の
税
財
政
を
考
え
る
う
え
で
重
要

な
要
素
と
な
る
の
は
団
塊
の
世
代
の
動
向

で
あ
る
。
こ
の
世
代
の
先
頭
が
後
期
高
齢

者
入
り
す
る
の
は
2
0
2
2
年
で
あ
り
、

2
0
2
5
年
度
は
団
塊
の
世
代
す
べ
て
が

後
期
高
齢
者
に
達
す
る
年
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
政
府
の
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス
黒

字
化
目
標
年
度
は
遅
す
ぎ
る
わ
け
で
、
本

来
な
ら
団
塊
の
世
代
の
先
頭
が
後
期
高
齢

者
入
り
す
る
前
に
黒
字
化
目
標
を
設
定
す

べ
き
で
あ
る
。

⑴
今
般
の
消
費
税
率
10
%
へ
の
引
き
上
げ

は
、
財
政
健
全
化
と
社
会
保
障
の
安
定

財
源
確
保
の
た
め
に
不
可
欠
だ
っ
た
。
税

率
引
き
上
げ
に
よ
る
悪
影
響
を
緩
和
す

る
等
の
環
境
整
備
は
必
要
だ
が
、
本
年

度
に
引
き
続
き
、
来
年
度
当
初
予
算
に

お
い
て
も
臨
時
・
特
別
の
措
置
を
講
じ

る
こ
と
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が

バ
ラ
マ
キ
政
策
と
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。

⑵
政
府
は
、
2
0
1
6
年
度
か
ら
18
年
度

の
3
年
間
を
集
中
改
革
期
間
と
位
置
づ

け
、
政
策
経
費
の
増
加
額
を
1
・
6
兆

円
（
社
会
保
障
費
1
・
5
兆
円
、
そ
の

他
0
・
1
兆
円
）
程
度
に
抑
制
す
る
目

安
を
達
成
し
た
。
2
0
1
9
年
度
か
ら

21
年
度
の
基
盤
強
化
期
間
に
つ
い
て
も
、

引
き
続
き
社
会
保
障
費
の
増
加
額
を
抑

制
す
る
目
安
を
示
し
、
改
革
に
取
り
組

む
必
要
が
あ
る
。

⑶
財
政
健
全
化
は
国
家
的
課
題
で
あ
り
、

歳
出
、
歳
入
の
一
体
的
改
革
に
よ
っ
て

進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
歳
入
で

は
安
易
に
税
の
自
然
増
収
を
前
提
と
す

る
こ
と
な
く
、
ま
た
歳
出
に
つ
い
て
は

聖
域
を
設
け
ず
に
分
野
別
の
具
体
的
な

削
減
の
方
策
と
工
程
表
を
明
示
し
、
着

実
に
改
革
を
実
行
す
る
よ
う
求
め
る
。

⑷
今
般
の
消
費
税
率
引
き
上
げ
に
伴
っ
て

本
年
10
月
よ
り
軽
減
税
率
制
度
が
導
入

さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
減
収
分
に
つ

い
て
は
安
定
的
な
恒
久
財
源
を
確
保
す

る
べ
き
で
あ
る
。

⑸
国
債
の
信
認
が
揺
ら
い
だ
場
合
、
長
期

と
し
て
「
行
革
の
徹
底
」
が
不
可
欠
で

あ
っ
た
こ
と
を
想
起
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

地
方
を
含
め
た
政
府
・
議
会
が
「
ま
ず
隗

よ
り
始
め
よ
」
の
精
神
に
基
づ
き
自
ら
身

を
削
る
の
で
あ
る
。

⑴
国
・
地
方
に
お
け
る
議
員
定
数
の
大
胆

な
削
減
と
歳
費
の
抑
制
。

⑵
厳
し
い
財
政
状
況
を
踏
ま
え
、
国
・
地

方
公
務
員
の
人
員
削
減
と
、
能
力
を
重

視
し
た
賃
金
体
系
に
よ
る
人
件
費
の
抑

制
。

⑶
特
別
会
計
と
独
立
行
政
法
人
の
無
駄
の

削
減
。

⑷
積
極
的
な
民
間
活
力
導
入
を
行
い
成
長

に
つ
な
げ
る
。

●
本
年
10
月
か
ら
導
入
さ
れ
る
軽
減
税
率

制
度
は
事
業
者
の
事
務
負
担
が
大
き
い
う

え
、
税
制
の
簡
素
化
、
税
務
執
行
コ
ス
ト

お
よ
び
税
収
確
保
な
ど
の
観
点
か
ら
問
題

が
多
い
。
こ
の
た
め
、
か
ね
て
か
ら
税
率

10
%
程
度
ま
で
は
単
一
税
率
が
望
ま
し
く
、

低
所
得
者
対
策
は
「
簡
素
な
給
付
措
置
」

の
見
直
し
で
対
応
す
る
の
が
適
当
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
。
軽
減
税
率
制
度

導
入
後
は
、
国
民
や
事
業
者
へ
の
影
響
、

低
所
得
者
対
策
の
効
果
等
を
検
証
し
、
問

題
が
あ
れ
ば
同
制
度
の
是
非
を
含
め
て
見

直
し
が
必
要
で
あ
る
。

⑴
現
在
施
行
さ
れ
て
い
る
「
消
費
税
転
嫁

対
策
特
別
措
置
法
」
の
効
果
等
を
検
証

置
付
け
、
大
胆
な
規
制
改
革
を
行
う
必

要
が
あ
る
。
給
付
の
急
増
を
抑
制
す
る

た
め
に
診
療
報
酬
（
本
体
）
体
系
を
見

直
す
と
と
も
に
、
政
府
目
標
で
あ
る

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
の
普
及
率
80
%
以
上
も

早
期
に
達
成
す
る
。

⑶
介
護
保
険
に
つ
い
て
は
、
制
度
の
持
続

性
を
高
め
る
た
め
に
真
に
介
護
が
必
要

な
者
と
そ
う
で
な
い
者
と
に
メ
リ
ハ
リ

を
つ
け
、
給
付
及
び
負
担
の
あ
り
方
を

見
直
す
。

⑷
生
活
保
護
に
つ
い
て
は
、
給
付
水
準
の

あ
り
方
な
ど
を
見
直
す
と
と
も
に
、
不

正
受
給
の
防
止
な
ど
さ
ら
な
る
厳
格
な

運
用
が
不
可
欠
で
あ
る
。

⑸
少
子
化
対
策
で
は
、
現
金
給
付
よ
り
保

育
所
や
学
童
保
育
等
を
整
備
す
る
な
ど

の
現
物
給
付
に
重
点
を
置
く
べ
き
で
あ

る
。
そ
の
際
、
企
業
も
積
極
的
に
子
育

て
支
援
に
関
与
で
き
る
よ
う
、
企
業
主

導
型
保
育
事
業
の
さ
ら
な
る
活
用
に
向

け
て
検
討
す
る
。

ま
た
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
等
の
取

り
組
み
を
着
実
に
推
進
す
る
た
め
に
は

安
定
財
源
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑹
企
業
へ
の
過
度
な
保
険
料
負
担
を
抑
え
、

経
済
成
長
を
阻
害
し
な
い
よ
う
な
社
会

保
障
制
度
の
確
立
が
求
め
ら
れ
る
。

●
今
般
の
消
費
税
率
引
き
上
げ
は
国
民
に

痛
み
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
前
提

し
、
中
小
企
業
が
適
正
に
価
格
転
嫁
で

き
る
よ
う
、
さ
ら
に
実
効
性
の
高
い
対

策
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。

⑵
消
費
税
の
滞
納
防
止
は
税
率
の
引
き
上

げ
に
伴
っ
て
よ
り
重
要
な
課
題
と
な
る
。

消
費
税
の
制
度
、
執
行
面
に
お
い
て
さ

ら
な
る
対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。

⑶
シ
ス
テ
ム
改
修
や
従
業
員
教
育
な
ど
、

事
務
負
担
が
増
大
す
る
中
小
企
業
に
対

し
て
特
段
の
配
慮
が
求
め
ら
れ
る
。

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
す
で
に
運
用
段

階
に
入
っ
て
い
る
が
、
依
然
と
し
て
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
普
及
率
が
低
い
な
ど
、

国
民
や
事
業
者
が
正
し
く
制
度
を
理
解
し

て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
政
府
は
引
き
続

き
、
制
度
の
意
義
等
の
周
知
に
努
め
、
そ

の
定
着
に
向
け
本
腰
を
入
れ
て
取
り
組
ん

で
い
く
必
要
が
あ
る
。

●
〝
先
進
国
ク
ラ
ブ
〞
と
称
さ
れ
る

O
E
C
D
（
経
済
協
力
開
発
機
構
）
加
盟

国
の
法
人
実
効
税
率
平
均
は
25
%
、
ア
ジ

ア
主
要
10
カ
国
の
平
均
は
22
%
と
な
っ
て

い
る
。
米
国
も
ト
ラ
ン
プ
税
制
改
革
で
我

が
国
水
準
以
下
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
。

●
E
U
内
で
は
一
部
に
引
き
下
げ
行
き
過

ぎ
論
も
出
て
い
る
が
、
我
が
国
の
水
準
が

比
較
的
高
い
と
い
う
現
実
に
変
わ
り
は
な

い
。
国
際
競
争
力
強
化
な
ど
の
観
点
か
ら
、

今
般
の
法
人
実
効
税
率
引
き
下
げ
の
効
果

等
を
確
認
し
つ
つ
、
さ
ら
な
る
引
き
下
げ

も
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

⑴ 

中
小
法
人
に
適
用
さ
れ
る
軽
減
税
率

の
特
例
15
%
を
本
則
化
す
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
昭
和
56
年
以
来
、
8
0
0
万
円

以
下
に
据
え
置
か
れ
て
い
る
軽
減
税
率

の
適
用
所
得
金
額
を
、
少
な
く
と
も

1
6
0
0
万
円
程
度
に
引
き
上
げ
る
。

⑵
租
税
特
別
措
置
に
つ
い
て
は
、
公
平

性
・
簡
素
化
の
観
点
か
ら
、
政
策
目
的

を
達
し
た
も
の
や
適
用
件
数
の
少
な
い

も
の
は
廃
止
を
含
め
て
整
理
合
理
化
を

行
う
必
要
は
あ
る
が
、
中
小
企
業
の
技

術
革
新
な
ど
経
済
活
性
化
に
資
す
る
措

置
は
、
以
下
の
と
お
り
制
度
を
拡
充
し

た
う
え
で
本
則
化
す
べ
き
で
あ
る
。

①
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
に
つ
い
て

は
、
対
象
設
備
を
拡
充
し
た
う
え
、「
中

古
設
備
」
を
含
め
る
。

②
少
額
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
の

損
金
算
入
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
は
、
損

金
算
入
額
の
上
限（
合
計
3
0
0
万
円
）

を
撤
廃
し
全
額
を
損
金
算
入
と
す
る
。

な
お
、
そ
れ
が
直
ち
に
困
難
な
場
合
は
、
7 2019 秋

金
利
の
急
上
昇
な
ど
金
融
資
本
市
場
に

多
大
な
影
響
を
与
え
、
成
長
を
阻
害
す

る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
政
府
・
日
銀

に
は
、
市
場
の
動
向
を
踏
ま
え
た
細
心

の
政
策
運
営
を
求
め
た
い
。

●
社
会
保
障
給
付
費
の
財
源
は
公
費
と
保

険
料
で
あ
る
。
適
正
な
「
負
担
」
と
重
点

化
・
効
率
化
に
よ
る
「
給
付
」
の
抑
制
を

可
能
な
限
り
実
行
し
な
い
と
、
持
続
可
能

な
社
会
保
障
制
度
の
構
築
も
財
政
の
健
全

化
も
実
現
で
き
な
い
。
と
り
わ
け
、
医
療

と
介
護
の
分
野
は
給
付
の
急
増
が
見
込
ま

れ
て
お
り
、
こ
こ
に
改
革
の
メ
ス
を
ど
う

入
れ
る
か
が
重
要
に
な
る
。

●
超
高
齢
化
社
会
が
急
速
に
進
展
す
る
今
、

社
会
保
障
は
「
自
助
」「
公
助
」「
共
助
」

の
役
割
と
範
囲
を
改
め
て
見
直
す
必
要
が

あ
る
が
、
そ
の
際
に
重
要
な
の
は
公
平
性

の
視
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
医
療
保
険
の

窓
口
負
担
や
介
護
保
険
の
利
用
者
負
担
な

ど
の
本
人
負
担
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
に

お
い
て
も
負
担
能
力
に
応
じ
る
こ
と
を
原

則
と
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑴
年
金
に
つ
い
て
は
、「
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ

ド
の
厳
格
対
応
」、「
支
給
開
始
年
齢
の

引
き
上
げ
」、「
高
所
得
高
齢
者
の
基
礎

年
金
国
庫
負
担
相
当
分
の
年
金
給
付
削

減
」
等
、
抜
本
的
な
施
策
を
実
施
す
る
。

⑵
医
療
は
産
業
政
策
的
に
成
長
分
野
と
位

令
和
2
年
3
月
末
日
ま
で
と
な
っ
て
い

る
特
例
措
置
の
適
用
期
限
を
延
長
す
る
。

⑶
中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
（
中
小
企
業

等
経
営
強
化
法
）
や
、
中
小
企
業
が
取

得
す
る
償
却
資
産
に
係
る
固
定
資
産
税

の
特
例
（
生
産
性
向
上
特
別
措
置
法
）

等
を
適
用
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
手
続

き
を
簡
素
化
す
る
と
と
も
に
、
事
業
年

度
末
（
賦
課
期
日
）
が
迫
っ
た
申
請
や

認
定
に
つ
い
て
弾
力
的
に
対
処
す
る
。

●
我
が
国
企
業
の
大
半
を
占
め
る
中
小
企

業
は
、
地
域
経
済
の
活
性
化
や
雇
用
の
確

保
な
ど
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
。
そ
の

中
小
企
業
が
相
続
税
の
負
担
等
に
よ
っ
て

事
業
が
承
継
で
き
な
く
な
れ
ば
、
経
済
社

会
の
根
幹
が
揺
ら
ぐ
こ
と
に
な
る
。
平
成

30
年
度
の
税
制
改
正
で
は
比
較
的
大
き
な

見
直
し
が
行
わ
れ
た
が
、
さ
ら
な
る
抜
本

的
な
対
応
が
必
要
と
考
え
る
。

⑴
事
業
用
資
産
を
一
般
資
産
と
切
り
離
し

た
本
格
的
な
事
業
承
継
税
制
の
創
設

我
が
国
の
納
税
猶
予
制
度
は
、
欧
州
主

要
国
と
比
較
す
る
と
限
定
的
な
措
置
に

と
ど
ま
っ
て
お
り
、
欧
州
並
み
の
本
格

的
な
事
業
承
継
税
制
が
必
要
で
あ
る
。

と
く
に
、
事
業
に
資
す
る
相
続
に
つ
い

て
は
、
事
業
従
事
を
条
件
と
し
て
他
の

一
般
財
産
と
切
り
離
し
、
非
上
場
株
式

を
含
め
て
事
業
用
資
産
へ
の
課
税
を
軽

減
あ
る
い
は
免
除
す
る
制
度
の
創
設
が

求
め
ら
れ
る
。

⑵
相
続
税
、
贈
与
税
の
納
税
猶
予
制
度
の

充
実

平
成
30
年
度
税
制
改
正
で
は
、
中
小
企

業
の
代
替
わ
り
を
促
進
す
る
た
め
、
10

年
間
の
特
例
措
置
と
し
て
同
制
度
の
拡

充
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
評
価
で
き
る
が
、

事
業
承
継
が
よ
り
円
滑
に
実
施
で
き
る

よ
う
以
下
の
措
置
を
求
め
る
。

①
猶
予
制
度
で
は
な
く
免
除
制
度
に
改

め
る
と
と
も
に
、
平
成
29
年
以
前
の
制

度
適
用
者
に
対
し
て
も
適
用
要
件
を
緩

和
す
る
な
ど
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

②
国
は
円
滑
な
事
業
承
継
が
図
ら
れ
る

よ
う
、
経
営
者
に
向
け
た
制
度
周
知
に

努
め
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
特
例
制

度
を
適
用
す
る
た
め
に
は
、
令
和
5
年

3
月
末
日
ま
で
に
「
特
例
承
継
計
画
」

を
提
出
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
の
制

度
を
踏
ま
え
て
こ
れ
か
ら
事
業
承
継
の

検
討
（
後
継
者
の
選
任
等
）
を
始
め
る

企
業
に
と
っ
て
は
時
間
的
な
余
裕
が
な

い
こ
と
等
が
懸
念
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
、

計
画
書
の
提
出
期
限
に
つ
い
て
配
慮
す

べ
き
で
あ
る
。

●
国
と
地
方
の
役
割
分
担
を
見
直
し
、
財

政
や
行
政
の
効
率
化
を
図
る
地
方
分
権
化

は
地
方
活
性
化
の
上
で
も
重
要
で
あ
る
。

そ
の
際
に
は
地
方
の
自
立
・
自
助
の
理
念

が
不
可
欠
で
あ
る
。
地
方
創
生
戦
略
を
推

進
す
る
う
え
で
も
こ
の
理
念
は
極
め
て
重

要
に
な
ろ
う
。

●「
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
」
の
返
礼
品
ア

ピ
ー
ル
競
争
を
み
て
い
る
と
、
あ
ま
り
に

安
易
で
地
方
活
性
化
に
正
面
か
ら
取
り
組

も
う
と
し
て
い
る
の
か
疑
問
を
呈
さ
ざ
る

を
得
な
い
。
住
民
税
は
本
来
、
居
住
自
治

体
の
会
費
で
あ
り
、
他
の
自
治
体
に
納
税

す
る
こ
と
は
地
方
税
の
原
則
に
そ
ぐ
わ
な

い
と
の
指
摘
も
あ
る
。
納
税
先
を
納
税
者

の
出
身
自
治
体
に
限
定
す
る
な
ど
、
さ
ら

な
る
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。

●
地
方
交
付
税
制
度
は
国
が
地
方
の
不
足

財
源
を
手
厚
く
保
障
す
る
機
能
を
有
し
て

お
り
、
そ
れ
が
地
方
の
財
政
規
律
を
歪
め

て
い
る
と
し
て
改
革
が
求
め
ら
れ
て
き
た
。

地
方
は
国
に
頼
る
だ
け
で
な
く
、
自
ら
の

責
任
で
行
財
政
改
革
を
進
め
地
方
活
性
化

策
を
企
画
・
立
案
し
実
行
し
て
い
か
ね
ば

な
ら
な
い
。

⑴
地
方
創
生
で
は
、
さ
ら
な
る
税
制
上
の

施
策
に
よ
る
本
社
機
能
移
転
の
促
進
、

地
元
の
特
性
に
根
差
し
た
技
術
の
活
用
、

地
元
大
学
と
の
連
携
な
ど
に
よ
る
技
術

集
積
づ
く
り
や
人
材
育
成
等
、
実
効
性

の
あ
る
改
革
を
大
胆
に
行
う
必
要
が
あ

る
。
ま
た
、
中
小
企
業
の
事
業
承
継
の

問
題
は
地
方
創
生
戦
略
と
の
関
係
か
ら

も
重
要
で
あ
り
、
集
中
的
に
取
り
組
む

必
要
が
あ
る
。

⑵
広
域
行
政
に
よ
る
効
率
化
に
つ
い
て
検
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討
す
べ
き
で
あ
る
。
基
礎
自
治
体
（
人

口
30
万
人
程
度
）
の
拡
充
を
図
る
た
め
、

さ
ら
な
る
市
町
村
合
併
を
推
進
し
、
合

併
メ
リ
ッ
ト
を
追
求
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑶
国
に
比
べ
て
身
近
で
小
規
模
な
事
業
が

多
い
地
方
の
行
財
政
改
革
に
は
、「
事
業

仕
分
け
」
の
よ
う
な
民
間
の
チ
ェッ
ク
機

能
を
活
か
し
た
手
法
が
有
効
で
あ
り
、

各
自
治
体
で
広
く
導
入
す
べ
き
で
あ
る
。

⑷
地
方
公
務
員
給
与
は
近
年
、
国
家
公
務

員
給
与
と
比
べ
た
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数

（
全
国
平
均
ベ
ー
ス
）
が
改
善
せ
ず
に
高

止
ま
り
し
て
お
り
、
適
正
な
水
準
に
是

正
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は

国
家
公
務
員
に
準
拠
す
る
だ
け
で
な
く
、

地
域
の
民
間
企
業
の
実
態
に
準
拠
し
た

給
与
体
系
に
見
直
す
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。

⑸
地
方
議
会
は
、
議
会
の
あ
り
方
を
見
直

し
、
大
胆
に
ス
リ
ム
化
す
る
と
と
も
に
、

よ
り
納
税
者
の
視
点
に
立
っ
て
行
政
に

対
す
る
チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
果
た
す
べ
き

で
あ
る
。
ま
た
、
高
す
ぎ
る
議
員
報
酬

の
一
層
の
削
減
と
政
務
活
動
費
の
適
正

化
を
求
め
る
。
行
政
委
員
会
委
員
の
報

酬
に
つ
い
て
も
日
当
制
を
広
く
導
入
す

る
な
ど
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

●
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
向
け
て

復
興
期
間
の
後
期
で
あ
る
「
復
興
・
創
生

Ⅱ
 経
済
活
性
化
と
中
小
企
業
対
策

1.
法
人
実
効
税
率
に
つ
い
て

3.
行
政
改
革
の
徹
底

5.
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
つ
い
て

6.
今
後
の
税
制
改
革
の
あ
り
方

2.
中
小
企
業
の
活
性
化
に
資
す
る

 

税
制
措
置

4.
消
費
税
引
き
上
げ
に
伴
う
対
応
措
置

期
間
（
平
成
28
年
度
〜
令
和
2
年
度
）」

も
4
年
目
に
入
っ
て
い
る
が
、
被
災
地
の

復
興
、
産
業
の
再
生
は
い
ま
だ
道
半
ば
で

あ
る
。
今
後
の
復
興
事
業
に
当
た
っ
て
は

こ
れ
ま
で
の
効
果
を
十
分
に
検
証
し
、
予

算
を
適
正
か
つ
迅
速
に
執
行
す
る
と
と
も

に
、
原
発
事
故
へ
の
対
応
を
含
め
て
引
き

続
き
、
適
切
な
支
援
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
被
災
地
に
お
け
る
企
業
の
定
着
、

雇
用
確
保
を
図
る
観
点
な
ど
か
ら
、
実
効

性
の
あ
る
措
置
を
講
じ
る
よ
う
求
め
る
。

●
近
年
、
熊
本
地
震
を
は
じ
め
地
震
や
台

風
な
ど
に
よ
る
大
規
模
な
自
然
災
害
が
相

次
い
で
発
生
し
て
い
る
が
、
東
日
本
大
震

災
の
対
応
な
ど
を
踏
ま
え
、
適
切
な
支
援

と
実
効
性
の
あ
る
措
置
を
講
じ
、
被
災
地

の
確
実
な
復
旧
・
復
興
等
に
向
け
て
取
り

組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。

●
近
年
、
自
然
災
害
に
よ
り
甚
大
な
被
害

が
発
生
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
震
災

特
例
法
と
同
じ
く
、
災
害
等
に
係
る
雑
損

失
の
繰
越
控
除
期
間
を
5
年
（
現
行
3

年
）
に
延
長
す
る
こ
と
。

1.
役
員
給
与
の
損
金
算
入
の
拡
充

⑴
役
員
給
与
は
原
則
損
金
算
入
と
す
べ
き

⑵
同
族
会
社
も
業
績
連
動
給
与
の
損
金
算

入
を
認
め
る
べ
き

2.
交
際
費
課
税
の
適
用
期
限
延
長

3.
公
益
法
人
課
税

1.
所
得
税
の
あ
り
方

⑴
基
幹
税
と
し
て
の
財
源
調
達
機
能
の
回

復基
幹
税
と
し
て
の
財
源
調
達
機
能
を
回

復
す
る
た
め
に
も
、
所
得
税
は
国
民
が

能
力
に
応
じ
て
適
正
に
負
担
す
べ
き
で

あ
る
。

⑵
各
種
控
除
制
度
の
見
直
し

各
種
控
除
は
、
社
会
構
造
変
化
に
対
応

し
て
合
理
的
な
も
の
に
見
直
す
必
要
が

あ
る
。
と
く
に
、
人
的
控
除
に
つ
い
て

は
累
次
の
改
正
の
影
響
を
見
極
め
な
が

ら
、
適
正
化
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

⑶
個
人
住
民
税
の
均
等
割

地
方
税
で
あ
る
個
人
住
民
税
の
均
等
割

に
つ
い
て
も
、
応
益
負
担
原
則
の
観
点

か
ら
適
正
水
準
と
す
べ
き
で
あ
る
。

2.
少
子
化
対
策

1.
相
続
税
の
負
担
率
は
す
で
に
先
進
主

要
国
並
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
以
上

の
課
税
強
化
は
行
う
べ
き
で
は
な
い
。

2.
贈
与
税
は
経
済
の
活
性
化
に
資
す
る

よ
う
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

⑴
贈
与
税
の
基
礎
控
除
を
引
き
上
げ
る
。

⑵
相
続
時
精
算
課
税
制
度
の
特
別
控
除
額

（
2
5
0
0
万
円
）
を
引
き
上
げ
る
。

1.
固
定
資
産
税
の
抜
本
的
見
直
し

⑴
商
業
地
等
の
宅
地
を
評
価
す
る
に
当

た
っ
て
は
、
よ
り
収
益
性
を
考
慮
し
た

評
価
に
見
直
す
。

⑵
家
屋
の
評
価
は
、
経
過
年
数
に
応
じ
た

評
価
方
法
に
見
直
す
。

⑶
償
却
資
産
に
つ
い
て
は
、
納
税
者
の
事

務
負
担
軽
減
の
観
点
か
ら
、「
少
額
資

産
」
の
範
囲
を
国
税
の
中
小
企
業
の
少

額
減
価
償
却
資
産
（
30
万
円
）
に
ま
で

拡
大
す
る
と
と
も
に
、
賦
課
期
日
を
各

法
人
の
事
業
年
度
末
と
す
る
こ
と
。
ま

た
、
将
来
的
に
は
廃
止
も
検
討
す
べ
き

で
あ
る
。

⑷
固
定
資
産
税
の
免
税
点
に
つ
い
て
は
、

平
成
3
年
以
降
改
定
が
な
く
据
え
置
か

れ
て
い
る
た
め
、
大
幅
に
引
き
上
げ
る
。

⑸
国
土
交
通
省
、
総
務
省
、
国
税
庁
が
そ

れ
ぞ
れ
の
目
的
に
応
じ
て
土
地
の
評
価

を
行
っ
て
い
る
が
、
行
政
の
効
率
化
の

観
点
か
ら
評
価
体
制
は
一
元
化
す
べ
き

で
あ
る
。

2.
事
業
所
税
の
廃
止

事
業
所
税
は
固
定
資
産
税
と
二
重
課
税

的
な
性
格
を
有
す
る
こ
と
か
ら
廃
止
す
べ

き
で
あ
る
。

3.
超
過
課
税

住
民
税
の
超
過
課
税
は
、
個
人
で
は
な

く
主
に
法
人
を
課
税
対
象
と
し
て
い
る
う

え
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
課
税
を
実
施
し

て
い
る
自
治
体
も
多
い
。
課
税
の
公
平
を

欠
く
安
易
な
課
税
は
行
う
べ
き
で
な
い
。

4.
法
定
外
目
的
税

法
定
外
目
的
税
は
、
税
の
公
平
性
・
中

立
性
に
反
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
す

る
と
と
も
に
、
税
収
確
保
の
た
め
に
法
人

企
業
に
対
し
て
安
易
な
課
税
は
行
う
べ
き

で
は
な
い
。

1.
配
当
に
対
す
る
二
重
課
税
の
見
直
し

2.
電
子
申
告



●
今
後
の
税
財
政
を
考
え
る
う
え
で
重
要

な
要
素
と
な
る
の
は
団
塊
の
世
代
の
動
向

で
あ
る
。
こ
の
世
代
の
先
頭
が
後
期
高
齢

者
入
り
す
る
の
は
2
0
2
2
年
で
あ
り
、

2
0
2
5
年
度
は
団
塊
の
世
代
す
べ
て
が

後
期
高
齢
者
に
達
す
る
年
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
政
府
の
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス
黒

字
化
目
標
年
度
は
遅
す
ぎ
る
わ
け
で
、
本

来
な
ら
団
塊
の
世
代
の
先
頭
が
後
期
高
齢

者
入
り
す
る
前
に
黒
字
化
目
標
を
設
定
す

べ
き
で
あ
る
。

⑴
今
般
の
消
費
税
率
10
%
へ
の
引
き
上
げ

は
、
財
政
健
全
化
と
社
会
保
障
の
安
定

財
源
確
保
の
た
め
に
不
可
欠
だ
っ
た
。
税

率
引
き
上
げ
に
よ
る
悪
影
響
を
緩
和
す

る
等
の
環
境
整
備
は
必
要
だ
が
、
本
年

度
に
引
き
続
き
、
来
年
度
当
初
予
算
に

お
い
て
も
臨
時
・
特
別
の
措
置
を
講
じ

る
こ
と
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が

バ
ラ
マ
キ
政
策
と
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。

⑵
政
府
は
、
2
0
1
6
年
度
か
ら
18
年
度

の
3
年
間
を
集
中
改
革
期
間
と
位
置
づ

け
、
政
策
経
費
の
増
加
額
を
1
・
6
兆

円
（
社
会
保
障
費
1
・
5
兆
円
、
そ
の

他
0
・
1
兆
円
）
程
度
に
抑
制
す
る
目

安
を
達
成
し
た
。
2
0
1
9
年
度
か
ら

21
年
度
の
基
盤
強
化
期
間
に
つ
い
て
も
、

引
き
続
き
社
会
保
障
費
の
増
加
額
を
抑

制
す
る
目
安
を
示
し
、
改
革
に
取
り
組

む
必
要
が
あ
る
。

⑶
財
政
健
全
化
は
国
家
的
課
題
で
あ
り
、

歳
出
、
歳
入
の
一
体
的
改
革
に
よ
っ
て

進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
歳
入
で

は
安
易
に
税
の
自
然
増
収
を
前
提
と
す

る
こ
と
な
く
、
ま
た
歳
出
に
つ
い
て
は

聖
域
を
設
け
ず
に
分
野
別
の
具
体
的
な

削
減
の
方
策
と
工
程
表
を
明
示
し
、
着

実
に
改
革
を
実
行
す
る
よ
う
求
め
る
。

⑷
今
般
の
消
費
税
率
引
き
上
げ
に
伴
っ
て

本
年
10
月
よ
り
軽
減
税
率
制
度
が
導
入

さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
減
収
分
に
つ

い
て
は
安
定
的
な
恒
久
財
源
を
確
保
す

る
べ
き
で
あ
る
。

⑸
国
債
の
信
認
が
揺
ら
い
だ
場
合
、
長
期

と
し
て
「
行
革
の
徹
底
」
が
不
可
欠
で

あ
っ
た
こ
と
を
想
起
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

地
方
を
含
め
た
政
府
・
議
会
が
「
ま
ず
隗

よ
り
始
め
よ
」
の
精
神
に
基
づ
き
自
ら
身

を
削
る
の
で
あ
る
。

⑴
国
・
地
方
に
お
け
る
議
員
定
数
の
大
胆

な
削
減
と
歳
費
の
抑
制
。

⑵
厳
し
い
財
政
状
況
を
踏
ま
え
、
国
・
地

方
公
務
員
の
人
員
削
減
と
、
能
力
を
重

視
し
た
賃
金
体
系
に
よ
る
人
件
費
の
抑

制
。

⑶
特
別
会
計
と
独
立
行
政
法
人
の
無
駄
の

削
減
。

⑷
積
極
的
な
民
間
活
力
導
入
を
行
い
成
長

に
つ
な
げ
る
。

●
本
年
10
月
か
ら
導
入
さ
れ
る
軽
減
税
率

制
度
は
事
業
者
の
事
務
負
担
が
大
き
い
う

え
、
税
制
の
簡
素
化
、
税
務
執
行
コ
ス
ト

お
よ
び
税
収
確
保
な
ど
の
観
点
か
ら
問
題

が
多
い
。
こ
の
た
め
、
か
ね
て
か
ら
税
率

10
%
程
度
ま
で
は
単
一
税
率
が
望
ま
し
く
、

低
所
得
者
対
策
は
「
簡
素
な
給
付
措
置
」

の
見
直
し
で
対
応
す
る
の
が
適
当
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
。
軽
減
税
率
制
度

導
入
後
は
、
国
民
や
事
業
者
へ
の
影
響
、

低
所
得
者
対
策
の
効
果
等
を
検
証
し
、
問

題
が
あ
れ
ば
同
制
度
の
是
非
を
含
め
て
見

直
し
が
必
要
で
あ
る
。

⑴
現
在
施
行
さ
れ
て
い
る
「
消
費
税
転
嫁

対
策
特
別
措
置
法
」
の
効
果
等
を
検
証

置
付
け
、
大
胆
な
規
制
改
革
を
行
う
必

要
が
あ
る
。
給
付
の
急
増
を
抑
制
す
る

た
め
に
診
療
報
酬
（
本
体
）
体
系
を
見

直
す
と
と
も
に
、
政
府
目
標
で
あ
る

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
の
普
及
率
80
%
以
上
も

早
期
に
達
成
す
る
。

⑶
介
護
保
険
に
つ
い
て
は
、
制
度
の
持
続

性
を
高
め
る
た
め
に
真
に
介
護
が
必
要

な
者
と
そ
う
で
な
い
者
と
に
メ
リ
ハ
リ

を
つ
け
、
給
付
及
び
負
担
の
あ
り
方
を

見
直
す
。

⑷
生
活
保
護
に
つ
い
て
は
、
給
付
水
準
の

あ
り
方
な
ど
を
見
直
す
と
と
も
に
、
不

正
受
給
の
防
止
な
ど
さ
ら
な
る
厳
格
な

運
用
が
不
可
欠
で
あ
る
。

⑸
少
子
化
対
策
で
は
、
現
金
給
付
よ
り
保

育
所
や
学
童
保
育
等
を
整
備
す
る
な
ど

の
現
物
給
付
に
重
点
を
置
く
べ
き
で
あ

る
。
そ
の
際
、
企
業
も
積
極
的
に
子
育

て
支
援
に
関
与
で
き
る
よ
う
、
企
業
主

導
型
保
育
事
業
の
さ
ら
な
る
活
用
に
向

け
て
検
討
す
る
。

ま
た
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
等
の
取

り
組
み
を
着
実
に
推
進
す
る
た
め
に
は

安
定
財
源
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑹
企
業
へ
の
過
度
な
保
険
料
負
担
を
抑
え
、

経
済
成
長
を
阻
害
し
な
い
よ
う
な
社
会

保
障
制
度
の
確
立
が
求
め
ら
れ
る
。

●
今
般
の
消
費
税
率
引
き
上
げ
は
国
民
に

痛
み
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
前
提

し
、
中
小
企
業
が
適
正
に
価
格
転
嫁
で

き
る
よ
う
、
さ
ら
に
実
効
性
の
高
い
対

策
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。

⑵
消
費
税
の
滞
納
防
止
は
税
率
の
引
き
上

げ
に
伴
っ
て
よ
り
重
要
な
課
題
と
な
る
。

消
費
税
の
制
度
、
執
行
面
に
お
い
て
さ

ら
な
る
対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。

⑶
シ
ス
テ
ム
改
修
や
従
業
員
教
育
な
ど
、

事
務
負
担
が
増
大
す
る
中
小
企
業
に
対

し
て
特
段
の
配
慮
が
求
め
ら
れ
る
。

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
す
で
に
運
用
段

階
に
入
っ
て
い
る
が
、
依
然
と
し
て
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
普
及
率
が
低
い
な
ど
、

国
民
や
事
業
者
が
正
し
く
制
度
を
理
解
し

て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
政
府
は
引
き
続

き
、
制
度
の
意
義
等
の
周
知
に
努
め
、
そ

の
定
着
に
向
け
本
腰
を
入
れ
て
取
り
組
ん

で
い
く
必
要
が
あ
る
。

●
〝
先
進
国
ク
ラ
ブ
〞
と
称
さ
れ
る

O
E
C
D
（
経
済
協
力
開
発
機
構
）
加
盟

国
の
法
人
実
効
税
率
平
均
は
25
%
、
ア
ジ

ア
主
要
10
カ
国
の
平
均
は
22
%
と
な
っ
て

い
る
。
米
国
も
ト
ラ
ン
プ
税
制
改
革
で
我

が
国
水
準
以
下
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
。

●
E
U
内
で
は
一
部
に
引
き
下
げ
行
き
過

ぎ
論
も
出
て
い
る
が
、
我
が
国
の
水
準
が

比
較
的
高
い
と
い
う
現
実
に
変
わ
り
は
な

い
。
国
際
競
争
力
強
化
な
ど
の
観
点
か
ら
、

今
般
の
法
人
実
効
税
率
引
き
下
げ
の
効
果

等
を
確
認
し
つ
つ
、
さ
ら
な
る
引
き
下
げ

も
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

⑴ 

中
小
法
人
に
適
用
さ
れ
る
軽
減
税
率

の
特
例
15
%
を
本
則
化
す
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
昭
和
56
年
以
来
、
8
0
0
万
円

以
下
に
据
え
置
か
れ
て
い
る
軽
減
税
率

の
適
用
所
得
金
額
を
、
少
な
く
と
も

1
6
0
0
万
円
程
度
に
引
き
上
げ
る
。

⑵
租
税
特
別
措
置
に
つ
い
て
は
、
公
平

性
・
簡
素
化
の
観
点
か
ら
、
政
策
目
的

を
達
し
た
も
の
や
適
用
件
数
の
少
な
い

も
の
は
廃
止
を
含
め
て
整
理
合
理
化
を

行
う
必
要
は
あ
る
が
、
中
小
企
業
の
技

術
革
新
な
ど
経
済
活
性
化
に
資
す
る
措

置
は
、
以
下
の
と
お
り
制
度
を
拡
充
し

た
う
え
で
本
則
化
す
べ
き
で
あ
る
。

①
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
に
つ
い
て

は
、
対
象
設
備
を
拡
充
し
た
う
え
、「
中

古
設
備
」
を
含
め
る
。

②
少
額
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
の

損
金
算
入
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
は
、
損

金
算
入
額
の
上
限（
合
計
3
0
0
万
円
）

を
撤
廃
し
全
額
を
損
金
算
入
と
す
る
。

な
お
、
そ
れ
が
直
ち
に
困
難
な
場
合
は
、

金
利
の
急
上
昇
な
ど
金
融
資
本
市
場
に

多
大
な
影
響
を
与
え
、
成
長
を
阻
害
す

る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
政
府
・
日
銀

に
は
、
市
場
の
動
向
を
踏
ま
え
た
細
心

の
政
策
運
営
を
求
め
た
い
。

●
社
会
保
障
給
付
費
の
財
源
は
公
費
と
保

険
料
で
あ
る
。
適
正
な
「
負
担
」
と
重
点

化
・
効
率
化
に
よ
る
「
給
付
」
の
抑
制
を

可
能
な
限
り
実
行
し
な
い
と
、
持
続
可
能

な
社
会
保
障
制
度
の
構
築
も
財
政
の
健
全

化
も
実
現
で
き
な
い
。
と
り
わ
け
、
医
療

と
介
護
の
分
野
は
給
付
の
急
増
が
見
込
ま

れ
て
お
り
、
こ
こ
に
改
革
の
メ
ス
を
ど
う

入
れ
る
か
が
重
要
に
な
る
。

●
超
高
齢
化
社
会
が
急
速
に
進
展
す
る
今
、

社
会
保
障
は
「
自
助
」「
公
助
」「
共
助
」

の
役
割
と
範
囲
を
改
め
て
見
直
す
必
要
が

あ
る
が
、
そ
の
際
に
重
要
な
の
は
公
平
性

の
視
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
医
療
保
険
の

窓
口
負
担
や
介
護
保
険
の
利
用
者
負
担
な

ど
の
本
人
負
担
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
に

お
い
て
も
負
担
能
力
に
応
じ
る
こ
と
を
原

則
と
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑴
年
金
に
つ
い
て
は
、「
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ

ド
の
厳
格
対
応
」、「
支
給
開
始
年
齢
の

引
き
上
げ
」、「
高
所
得
高
齢
者
の
基
礎

年
金
国
庫
負
担
相
当
分
の
年
金
給
付
削

減
」
等
、
抜
本
的
な
施
策
を
実
施
す
る
。

⑵
医
療
は
産
業
政
策
的
に
成
長
分
野
と
位

令
和
2
年
3
月
末
日
ま
で
と
な
っ
て
い

る
特
例
措
置
の
適
用
期
限
を
延
長
す
る
。

⑶
中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
（
中
小
企
業

等
経
営
強
化
法
）
や
、
中
小
企
業
が
取

得
す
る
償
却
資
産
に
係
る
固
定
資
産
税

の
特
例
（
生
産
性
向
上
特
別
措
置
法
）

等
を
適
用
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
手
続

き
を
簡
素
化
す
る
と
と
も
に
、
事
業
年

度
末
（
賦
課
期
日
）
が
迫
っ
た
申
請
や

認
定
に
つ
い
て
弾
力
的
に
対
処
す
る
。

●
我
が
国
企
業
の
大
半
を
占
め
る
中
小
企

業
は
、
地
域
経
済
の
活
性
化
や
雇
用
の
確

保
な
ど
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
。
そ
の

中
小
企
業
が
相
続
税
の
負
担
等
に
よ
っ
て

事
業
が
承
継
で
き
な
く
な
れ
ば
、
経
済
社

会
の
根
幹
が
揺
ら
ぐ
こ
と
に
な
る
。
平
成

30
年
度
の
税
制
改
正
で
は
比
較
的
大
き
な

見
直
し
が
行
わ
れ
た
が
、
さ
ら
な
る
抜
本

的
な
対
応
が
必
要
と
考
え
る
。

⑴
事
業
用
資
産
を
一
般
資
産
と
切
り
離
し

た
本
格
的
な
事
業
承
継
税
制
の
創
設

我
が
国
の
納
税
猶
予
制
度
は
、
欧
州
主

要
国
と
比
較
す
る
と
限
定
的
な
措
置
に

と
ど
ま
っ
て
お
り
、
欧
州
並
み
の
本
格

的
な
事
業
承
継
税
制
が
必
要
で
あ
る
。

と
く
に
、
事
業
に
資
す
る
相
続
に
つ
い

て
は
、
事
業
従
事
を
条
件
と
し
て
他
の

一
般
財
産
と
切
り
離
し
、
非
上
場
株
式

を
含
め
て
事
業
用
資
産
へ
の
課
税
を
軽

減
あ
る
い
は
免
除
す
る
制
度
の
創
設
が

求
め
ら
れ
る
。

⑵
相
続
税
、
贈
与
税
の
納
税
猶
予
制
度
の

充
実

平
成
30
年
度
税
制
改
正
で
は
、
中
小
企

業
の
代
替
わ
り
を
促
進
す
る
た
め
、
10

年
間
の
特
例
措
置
と
し
て
同
制
度
の
拡

充
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
評
価
で
き
る
が
、

事
業
承
継
が
よ
り
円
滑
に
実
施
で
き
る

よ
う
以
下
の
措
置
を
求
め
る
。

①
猶
予
制
度
で
は
な
く
免
除
制
度
に
改

め
る
と
と
も
に
、
平
成
29
年
以
前
の
制

度
適
用
者
に
対
し
て
も
適
用
要
件
を
緩

和
す
る
な
ど
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

②
国
は
円
滑
な
事
業
承
継
が
図
ら
れ
る

よ
う
、
経
営
者
に
向
け
た
制
度
周
知
に

努
め
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
特
例
制

度
を
適
用
す
る
た
め
に
は
、
令
和
5
年

3
月
末
日
ま
で
に
「
特
例
承
継
計
画
」

を
提
出
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
の
制

度
を
踏
ま
え
て
こ
れ
か
ら
事
業
承
継
の

検
討
（
後
継
者
の
選
任
等
）
を
始
め
る

企
業
に
と
っ
て
は
時
間
的
な
余
裕
が
な

い
こ
と
等
が
懸
念
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
、

計
画
書
の
提
出
期
限
に
つ
い
て
配
慮
す

べ
き
で
あ
る
。

●
国
と
地
方
の
役
割
分
担
を
見
直
し
、
財

政
や
行
政
の
効
率
化
を
図
る
地
方
分
権
化

は
地
方
活
性
化
の
上
で
も
重
要
で
あ
る
。

そ
の
際
に
は
地
方
の
自
立
・
自
助
の
理
念

が
不
可
欠
で
あ
る
。
地
方
創
生
戦
略
を
推

進
す
る
う
え
で
も
こ
の
理
念
は
極
め
て
重

要
に
な
ろ
う
。

●「
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
」
の
返
礼
品
ア

ピ
ー
ル
競
争
を
み
て
い
る
と
、
あ
ま
り
に

安
易
で
地
方
活
性
化
に
正
面
か
ら
取
り
組

も
う
と
し
て
い
る
の
か
疑
問
を
呈
さ
ざ
る

を
得
な
い
。
住
民
税
は
本
来
、
居
住
自
治

体
の
会
費
で
あ
り
、
他
の
自
治
体
に
納
税

す
る
こ
と
は
地
方
税
の
原
則
に
そ
ぐ
わ
な

い
と
の
指
摘
も
あ
る
。
納
税
先
を
納
税
者

の
出
身
自
治
体
に
限
定
す
る
な
ど
、
さ
ら

な
る
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。

●
地
方
交
付
税
制
度
は
国
が
地
方
の
不
足

財
源
を
手
厚
く
保
障
す
る
機
能
を
有
し
て

お
り
、
そ
れ
が
地
方
の
財
政
規
律
を
歪
め

て
い
る
と
し
て
改
革
が
求
め
ら
れ
て
き
た
。

地
方
は
国
に
頼
る
だ
け
で
な
く
、
自
ら
の

責
任
で
行
財
政
改
革
を
進
め
地
方
活
性
化

策
を
企
画
・
立
案
し
実
行
し
て
い
か
ね
ば

な
ら
な
い
。

⑴
地
方
創
生
で
は
、
さ
ら
な
る
税
制
上
の

施
策
に
よ
る
本
社
機
能
移
転
の
促
進
、

地
元
の
特
性
に
根
差
し
た
技
術
の
活
用
、

地
元
大
学
と
の
連
携
な
ど
に
よ
る
技
術

集
積
づ
く
り
や
人
材
育
成
等
、
実
効
性

の
あ
る
改
革
を
大
胆
に
行
う
必
要
が
あ

る
。
ま
た
、
中
小
企
業
の
事
業
承
継
の

問
題
は
地
方
創
生
戦
略
と
の
関
係
か
ら

も
重
要
で
あ
り
、
集
中
的
に
取
り
組
む

必
要
が
あ
る
。

⑵
広
域
行
政
に
よ
る
効
率
化
に
つ
い
て
検
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Ⅲ  

地
方
の
あ
り
方

Ⅳ  

震
災
復
興
等

討
す
べ
き
で
あ
る
。
基
礎
自
治
体
（
人

口
30
万
人
程
度
）
の
拡
充
を
図
る
た
め
、

さ
ら
な
る
市
町
村
合
併
を
推
進
し
、
合

併
メ
リ
ッ
ト
を
追
求
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑶
国
に
比
べ
て
身
近
で
小
規
模
な
事
業
が

多
い
地
方
の
行
財
政
改
革
に
は
、「
事
業

仕
分
け
」
の
よ
う
な
民
間
の
チ
ェッ
ク
機

能
を
活
か
し
た
手
法
が
有
効
で
あ
り
、

各
自
治
体
で
広
く
導
入
す
べ
き
で
あ
る
。

⑷
地
方
公
務
員
給
与
は
近
年
、
国
家
公
務

員
給
与
と
比
べ
た
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数

（
全
国
平
均
ベ
ー
ス
）
が
改
善
せ
ず
に
高

止
ま
り
し
て
お
り
、
適
正
な
水
準
に
是

正
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は

国
家
公
務
員
に
準
拠
す
る
だ
け
で
な
く
、

地
域
の
民
間
企
業
の
実
態
に
準
拠
し
た

給
与
体
系
に
見
直
す
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。

⑸
地
方
議
会
は
、
議
会
の
あ
り
方
を
見
直

し
、
大
胆
に
ス
リ
ム
化
す
る
と
と
も
に
、

よ
り
納
税
者
の
視
点
に
立
っ
て
行
政
に

対
す
る
チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
果
た
す
べ
き

で
あ
る
。
ま
た
、
高
す
ぎ
る
議
員
報
酬

の
一
層
の
削
減
と
政
務
活
動
費
の
適
正

化
を
求
め
る
。
行
政
委
員
会
委
員
の
報

酬
に
つ
い
て
も
日
当
制
を
広
く
導
入
す

る
な
ど
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

●
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
向
け
て

復
興
期
間
の
後
期
で
あ
る
「
復
興
・
創
生

3.
事
業
承
継
税
制
の
拡
充

期
間
（
平
成
28
年
度
〜
令
和
2
年
度
）」

も
4
年
目
に
入
っ
て
い
る
が
、
被
災
地
の

復
興
、
産
業
の
再
生
は
い
ま
だ
道
半
ば
で

あ
る
。
今
後
の
復
興
事
業
に
当
た
っ
て
は

こ
れ
ま
で
の
効
果
を
十
分
に
検
証
し
、
予

算
を
適
正
か
つ
迅
速
に
執
行
す
る
と
と
も

に
、
原
発
事
故
へ
の
対
応
を
含
め
て
引
き

続
き
、
適
切
な
支
援
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
被
災
地
に
お
け
る
企
業
の
定
着
、

雇
用
確
保
を
図
る
観
点
な
ど
か
ら
、
実
効

性
の
あ
る
措
置
を
講
じ
る
よ
う
求
め
る
。

●
近
年
、
熊
本
地
震
を
は
じ
め
地
震
や
台

風
な
ど
に
よ
る
大
規
模
な
自
然
災
害
が
相

次
い
で
発
生
し
て
い
る
が
、
東
日
本
大
震

災
の
対
応
な
ど
を
踏
ま
え
、
適
切
な
支
援

と
実
効
性
の
あ
る
措
置
を
講
じ
、
被
災
地

の
確
実
な
復
旧
・
復
興
等
に
向
け
て
取
り

組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。

●
近
年
、
自
然
災
害
に
よ
り
甚
大
な
被
害

が
発
生
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
震
災

特
例
法
と
同
じ
く
、
災
害
等
に
係
る
雑
損

失
の
繰
越
控
除
期
間
を
5
年
（
現
行
3

年
）
に
延
長
す
る
こ
と
。

1.
役
員
給
与
の
損
金
算
入
の
拡
充

⑴
役
員
給
与
は
原
則
損
金
算
入
と
す
べ
き

⑵
同
族
会
社
も
業
績
連
動
給
与
の
損
金
算

入
を
認
め
る
べ
き

2.
交
際
費
課
税
の
適
用
期
限
延
長

3.
公
益
法
人
課
税

1.
所
得
税
の
あ
り
方

⑴
基
幹
税
と
し
て
の
財
源
調
達
機
能
の
回

復基
幹
税
と
し
て
の
財
源
調
達
機
能
を
回

復
す
る
た
め
に
も
、
所
得
税
は
国
民
が

能
力
に
応
じ
て
適
正
に
負
担
す
べ
き
で

あ
る
。

⑵
各
種
控
除
制
度
の
見
直
し

各
種
控
除
は
、
社
会
構
造
変
化
に
対
応

し
て
合
理
的
な
も
の
に
見
直
す
必
要
が

あ
る
。
と
く
に
、
人
的
控
除
に
つ
い
て

は
累
次
の
改
正
の
影
響
を
見
極
め
な
が

ら
、
適
正
化
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

⑶
個
人
住
民
税
の
均
等
割

地
方
税
で
あ
る
個
人
住
民
税
の
均
等
割

に
つ
い
て
も
、
応
益
負
担
原
則
の
観
点

か
ら
適
正
水
準
と
す
べ
き
で
あ
る
。

2.
少
子
化
対
策

1.
相
続
税
の
負
担
率
は
す
で
に
先
進
主

要
国
並
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
以
上

の
課
税
強
化
は
行
う
べ
き
で
は
な
い
。

2.
贈
与
税
は
経
済
の
活
性
化
に
資
す
る

よ
う
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

⑴
贈
与
税
の
基
礎
控
除
を
引
き
上
げ
る
。

⑵
相
続
時
精
算
課
税
制
度
の
特
別
控
除
額

（
2
5
0
0
万
円
）
を
引
き
上
げ
る
。

1.
固
定
資
産
税
の
抜
本
的
見
直
し

⑴
商
業
地
等
の
宅
地
を
評
価
す
る
に
当

た
っ
て
は
、
よ
り
収
益
性
を
考
慮
し
た

評
価
に
見
直
す
。

⑵
家
屋
の
評
価
は
、
経
過
年
数
に
応
じ
た

評
価
方
法
に
見
直
す
。

⑶
償
却
資
産
に
つ
い
て
は
、
納
税
者
の
事

務
負
担
軽
減
の
観
点
か
ら
、「
少
額
資

産
」
の
範
囲
を
国
税
の
中
小
企
業
の
少

額
減
価
償
却
資
産
（
30
万
円
）
に
ま
で

拡
大
す
る
と
と
も
に
、
賦
課
期
日
を
各

法
人
の
事
業
年
度
末
と
す
る
こ
と
。
ま

た
、
将
来
的
に
は
廃
止
も
検
討
す
べ
き

で
あ
る
。

⑷
固
定
資
産
税
の
免
税
点
に
つ
い
て
は
、

平
成
3
年
以
降
改
定
が
な
く
据
え
置
か

れ
て
い
る
た
め
、
大
幅
に
引
き
上
げ
る
。

⑸
国
土
交
通
省
、
総
務
省
、
国
税
庁
が
そ

れ
ぞ
れ
の
目
的
に
応
じ
て
土
地
の
評
価

を
行
っ
て
い
る
が
、
行
政
の
効
率
化
の

観
点
か
ら
評
価
体
制
は
一
元
化
す
べ
き

で
あ
る
。

2.
事
業
所
税
の
廃
止

事
業
所
税
は
固
定
資
産
税
と
二
重
課
税

的
な
性
格
を
有
す
る
こ
と
か
ら
廃
止
す
べ

き
で
あ
る
。

3.
超
過
課
税

住
民
税
の
超
過
課
税
は
、
個
人
で
は
な

く
主
に
法
人
を
課
税
対
象
と
し
て
い
る
う

え
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
課
税
を
実
施
し

て
い
る
自
治
体
も
多
い
。
課
税
の
公
平
を

欠
く
安
易
な
課
税
は
行
う
べ
き
で
な
い
。

4.
法
定
外
目
的
税

法
定
外
目
的
税
は
、
税
の
公
平
性
・
中

立
性
に
反
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
す

る
と
と
も
に
、
税
収
確
保
の
た
め
に
法
人

企
業
に
対
し
て
安
易
な
課
税
は
行
う
べ
き

で
は
な
い
。

1.
配
当
に
対
す
る
二
重
課
税
の
見
直
し

2.
電
子
申
告
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●
今
後
の
税
財
政
を
考
え
る
う
え
で
重
要

な
要
素
と
な
る
の
は
団
塊
の
世
代
の
動
向

で
あ
る
。
こ
の
世
代
の
先
頭
が
後
期
高
齢

者
入
り
す
る
の
は
2
0
2
2
年
で
あ
り
、

2
0
2
5
年
度
は
団
塊
の
世
代
す
べ
て
が

後
期
高
齢
者
に
達
す
る
年
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
政
府
の
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス
黒

字
化
目
標
年
度
は
遅
す
ぎ
る
わ
け
で
、
本

来
な
ら
団
塊
の
世
代
の
先
頭
が
後
期
高
齢

者
入
り
す
る
前
に
黒
字
化
目
標
を
設
定
す

べ
き
で
あ
る
。

⑴
今
般
の
消
費
税
率
10
%
へ
の
引
き
上
げ

は
、
財
政
健
全
化
と
社
会
保
障
の
安
定

財
源
確
保
の
た
め
に
不
可
欠
だ
っ
た
。
税

率
引
き
上
げ
に
よ
る
悪
影
響
を
緩
和
す

る
等
の
環
境
整
備
は
必
要
だ
が
、
本
年

度
に
引
き
続
き
、
来
年
度
当
初
予
算
に

お
い
て
も
臨
時
・
特
別
の
措
置
を
講
じ

る
こ
と
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が

バ
ラ
マ
キ
政
策
と
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。

⑵
政
府
は
、
2
0
1
6
年
度
か
ら
18
年
度

の
3
年
間
を
集
中
改
革
期
間
と
位
置
づ

け
、
政
策
経
費
の
増
加
額
を
1
・
6
兆

円
（
社
会
保
障
費
1
・
5
兆
円
、
そ
の

他
0
・
1
兆
円
）
程
度
に
抑
制
す
る
目

安
を
達
成
し
た
。
2
0
1
9
年
度
か
ら

21
年
度
の
基
盤
強
化
期
間
に
つ
い
て
も
、

引
き
続
き
社
会
保
障
費
の
増
加
額
を
抑

制
す
る
目
安
を
示
し
、
改
革
に
取
り
組

む
必
要
が
あ
る
。

⑶
財
政
健
全
化
は
国
家
的
課
題
で
あ
り
、

歳
出
、
歳
入
の
一
体
的
改
革
に
よ
っ
て

進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
歳
入
で

は
安
易
に
税
の
自
然
増
収
を
前
提
と
す

る
こ
と
な
く
、
ま
た
歳
出
に
つ
い
て
は

聖
域
を
設
け
ず
に
分
野
別
の
具
体
的
な

削
減
の
方
策
と
工
程
表
を
明
示
し
、
着

実
に
改
革
を
実
行
す
る
よ
う
求
め
る
。

⑷
今
般
の
消
費
税
率
引
き
上
げ
に
伴
っ
て

本
年
10
月
よ
り
軽
減
税
率
制
度
が
導
入

さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
減
収
分
に
つ

い
て
は
安
定
的
な
恒
久
財
源
を
確
保
す

る
べ
き
で
あ
る
。

⑸
国
債
の
信
認
が
揺
ら
い
だ
場
合
、
長
期

と
し
て
「
行
革
の
徹
底
」
が
不
可
欠
で

あ
っ
た
こ
と
を
想
起
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

地
方
を
含
め
た
政
府
・
議
会
が
「
ま
ず
隗

よ
り
始
め
よ
」
の
精
神
に
基
づ
き
自
ら
身

を
削
る
の
で
あ
る
。

⑴
国
・
地
方
に
お
け
る
議
員
定
数
の
大
胆

な
削
減
と
歳
費
の
抑
制
。

⑵
厳
し
い
財
政
状
況
を
踏
ま
え
、
国
・
地

方
公
務
員
の
人
員
削
減
と
、
能
力
を
重

視
し
た
賃
金
体
系
に
よ
る
人
件
費
の
抑

制
。

⑶
特
別
会
計
と
独
立
行
政
法
人
の
無
駄
の

削
減
。

⑷
積
極
的
な
民
間
活
力
導
入
を
行
い
成
長

に
つ
な
げ
る
。

●
本
年
10
月
か
ら
導
入
さ
れ
る
軽
減
税
率

制
度
は
事
業
者
の
事
務
負
担
が
大
き
い
う

え
、
税
制
の
簡
素
化
、
税
務
執
行
コ
ス
ト

お
よ
び
税
収
確
保
な
ど
の
観
点
か
ら
問
題

が
多
い
。
こ
の
た
め
、
か
ね
て
か
ら
税
率

10
%
程
度
ま
で
は
単
一
税
率
が
望
ま
し
く
、

低
所
得
者
対
策
は
「
簡
素
な
給
付
措
置
」

の
見
直
し
で
対
応
す
る
の
が
適
当
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
。
軽
減
税
率
制
度

導
入
後
は
、
国
民
や
事
業
者
へ
の
影
響
、

低
所
得
者
対
策
の
効
果
等
を
検
証
し
、
問

題
が
あ
れ
ば
同
制
度
の
是
非
を
含
め
て
見

直
し
が
必
要
で
あ
る
。

⑴
現
在
施
行
さ
れ
て
い
る
「
消
費
税
転
嫁

対
策
特
別
措
置
法
」
の
効
果
等
を
検
証

置
付
け
、
大
胆
な
規
制
改
革
を
行
う
必

要
が
あ
る
。
給
付
の
急
増
を
抑
制
す
る

た
め
に
診
療
報
酬
（
本
体
）
体
系
を
見

直
す
と
と
も
に
、
政
府
目
標
で
あ
る

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
の
普
及
率
80
%
以
上
も

早
期
に
達
成
す
る
。

⑶
介
護
保
険
に
つ
い
て
は
、
制
度
の
持
続

性
を
高
め
る
た
め
に
真
に
介
護
が
必
要

な
者
と
そ
う
で
な
い
者
と
に
メ
リ
ハ
リ

を
つ
け
、
給
付
及
び
負
担
の
あ
り
方
を

見
直
す
。

⑷
生
活
保
護
に
つ
い
て
は
、
給
付
水
準
の

あ
り
方
な
ど
を
見
直
す
と
と
も
に
、
不

正
受
給
の
防
止
な
ど
さ
ら
な
る
厳
格
な

運
用
が
不
可
欠
で
あ
る
。

⑸
少
子
化
対
策
で
は
、
現
金
給
付
よ
り
保

育
所
や
学
童
保
育
等
を
整
備
す
る
な
ど

の
現
物
給
付
に
重
点
を
置
く
べ
き
で
あ

る
。
そ
の
際
、
企
業
も
積
極
的
に
子
育

て
支
援
に
関
与
で
き
る
よ
う
、
企
業
主

導
型
保
育
事
業
の
さ
ら
な
る
活
用
に
向

け
て
検
討
す
る
。

ま
た
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
等
の
取

り
組
み
を
着
実
に
推
進
す
る
た
め
に
は

安
定
財
源
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑹
企
業
へ
の
過
度
な
保
険
料
負
担
を
抑
え
、

経
済
成
長
を
阻
害
し
な
い
よ
う
な
社
会

保
障
制
度
の
確
立
が
求
め
ら
れ
る
。

●
今
般
の
消
費
税
率
引
き
上
げ
は
国
民
に

痛
み
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
前
提

し
、
中
小
企
業
が
適
正
に
価
格
転
嫁
で

き
る
よ
う
、
さ
ら
に
実
効
性
の
高
い
対

策
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。

⑵
消
費
税
の
滞
納
防
止
は
税
率
の
引
き
上

げ
に
伴
っ
て
よ
り
重
要
な
課
題
と
な
る
。

消
費
税
の
制
度
、
執
行
面
に
お
い
て
さ

ら
な
る
対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。

⑶
シ
ス
テ
ム
改
修
や
従
業
員
教
育
な
ど
、

事
務
負
担
が
増
大
す
る
中
小
企
業
に
対

し
て
特
段
の
配
慮
が
求
め
ら
れ
る
。

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
す
で
に
運
用
段

階
に
入
っ
て
い
る
が
、
依
然
と
し
て
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
普
及
率
が
低
い
な
ど
、

国
民
や
事
業
者
が
正
し
く
制
度
を
理
解
し

て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
政
府
は
引
き
続

き
、
制
度
の
意
義
等
の
周
知
に
努
め
、
そ

の
定
着
に
向
け
本
腰
を
入
れ
て
取
り
組
ん

で
い
く
必
要
が
あ
る
。

●
〝
先
進
国
ク
ラ
ブ
〞
と
称
さ
れ
る

O
E
C
D
（
経
済
協
力
開
発
機
構
）
加
盟

国
の
法
人
実
効
税
率
平
均
は
25
%
、
ア
ジ

ア
主
要
10
カ
国
の
平
均
は
22
%
と
な
っ
て

い
る
。
米
国
も
ト
ラ
ン
プ
税
制
改
革
で
我

が
国
水
準
以
下
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
。

●
E
U
内
で
は
一
部
に
引
き
下
げ
行
き
過

ぎ
論
も
出
て
い
る
が
、
我
が
国
の
水
準
が

比
較
的
高
い
と
い
う
現
実
に
変
わ
り
は
な

い
。
国
際
競
争
力
強
化
な
ど
の
観
点
か
ら
、

今
般
の
法
人
実
効
税
率
引
き
下
げ
の
効
果

等
を
確
認
し
つ
つ
、
さ
ら
な
る
引
き
下
げ

も
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

⑴ 

中
小
法
人
に
適
用
さ
れ
る
軽
減
税
率

の
特
例
15
%
を
本
則
化
す
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
昭
和
56
年
以
来
、
8
0
0
万
円

以
下
に
据
え
置
か
れ
て
い
る
軽
減
税
率

の
適
用
所
得
金
額
を
、
少
な
く
と
も

1
6
0
0
万
円
程
度
に
引
き
上
げ
る
。

⑵
租
税
特
別
措
置
に
つ
い
て
は
、
公
平

性
・
簡
素
化
の
観
点
か
ら
、
政
策
目
的

を
達
し
た
も
の
や
適
用
件
数
の
少
な
い

も
の
は
廃
止
を
含
め
て
整
理
合
理
化
を

行
う
必
要
は
あ
る
が
、
中
小
企
業
の
技

術
革
新
な
ど
経
済
活
性
化
に
資
す
る
措

置
は
、
以
下
の
と
お
り
制
度
を
拡
充
し

た
う
え
で
本
則
化
す
べ
き
で
あ
る
。

①
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
に
つ
い
て

は
、
対
象
設
備
を
拡
充
し
た
う
え
、「
中

古
設
備
」
を
含
め
る
。

②
少
額
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
の

損
金
算
入
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
は
、
損

金
算
入
額
の
上
限（
合
計
3
0
0
万
円
）

を
撤
廃
し
全
額
を
損
金
算
入
と
す
る
。

な
お
、
そ
れ
が
直
ち
に
困
難
な
場
合
は
、

金
利
の
急
上
昇
な
ど
金
融
資
本
市
場
に

多
大
な
影
響
を
与
え
、
成
長
を
阻
害
す

る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
政
府
・
日
銀

に
は
、
市
場
の
動
向
を
踏
ま
え
た
細
心

の
政
策
運
営
を
求
め
た
い
。

●
社
会
保
障
給
付
費
の
財
源
は
公
費
と
保

険
料
で
あ
る
。
適
正
な
「
負
担
」
と
重
点

化
・
効
率
化
に
よ
る
「
給
付
」
の
抑
制
を

可
能
な
限
り
実
行
し
な
い
と
、
持
続
可
能

な
社
会
保
障
制
度
の
構
築
も
財
政
の
健
全

化
も
実
現
で
き
な
い
。
と
り
わ
け
、
医
療

と
介
護
の
分
野
は
給
付
の
急
増
が
見
込
ま

れ
て
お
り
、
こ
こ
に
改
革
の
メ
ス
を
ど
う

入
れ
る
か
が
重
要
に
な
る
。

●
超
高
齢
化
社
会
が
急
速
に
進
展
す
る
今
、

社
会
保
障
は
「
自
助
」「
公
助
」「
共
助
」

の
役
割
と
範
囲
を
改
め
て
見
直
す
必
要
が

あ
る
が
、
そ
の
際
に
重
要
な
の
は
公
平
性

の
視
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
医
療
保
険
の

窓
口
負
担
や
介
護
保
険
の
利
用
者
負
担
な

ど
の
本
人
負
担
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
に

お
い
て
も
負
担
能
力
に
応
じ
る
こ
と
を
原

則
と
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑴
年
金
に
つ
い
て
は
、「
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ

ド
の
厳
格
対
応
」、「
支
給
開
始
年
齢
の

引
き
上
げ
」、「
高
所
得
高
齢
者
の
基
礎

年
金
国
庫
負
担
相
当
分
の
年
金
給
付
削

減
」
等
、
抜
本
的
な
施
策
を
実
施
す
る
。

⑵
医
療
は
産
業
政
策
的
に
成
長
分
野
と
位

令
和
2
年
3
月
末
日
ま
で
と
な
っ
て
い

る
特
例
措
置
の
適
用
期
限
を
延
長
す
る
。

⑶
中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
（
中
小
企
業

等
経
営
強
化
法
）
や
、
中
小
企
業
が
取

得
す
る
償
却
資
産
に
係
る
固
定
資
産
税

の
特
例
（
生
産
性
向
上
特
別
措
置
法
）

等
を
適
用
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
手
続

き
を
簡
素
化
す
る
と
と
も
に
、
事
業
年

度
末
（
賦
課
期
日
）
が
迫
っ
た
申
請
や

認
定
に
つ
い
て
弾
力
的
に
対
処
す
る
。

●
我
が
国
企
業
の
大
半
を
占
め
る
中
小
企

業
は
、
地
域
経
済
の
活
性
化
や
雇
用
の
確

保
な
ど
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
。
そ
の

中
小
企
業
が
相
続
税
の
負
担
等
に
よ
っ
て

事
業
が
承
継
で
き
な
く
な
れ
ば
、
経
済
社

会
の
根
幹
が
揺
ら
ぐ
こ
と
に
な
る
。
平
成

30
年
度
の
税
制
改
正
で
は
比
較
的
大
き
な

見
直
し
が
行
わ
れ
た
が
、
さ
ら
な
る
抜
本

的
な
対
応
が
必
要
と
考
え
る
。

⑴
事
業
用
資
産
を
一
般
資
産
と
切
り
離
し

た
本
格
的
な
事
業
承
継
税
制
の
創
設

我
が
国
の
納
税
猶
予
制
度
は
、
欧
州
主

要
国
と
比
較
す
る
と
限
定
的
な
措
置
に

と
ど
ま
っ
て
お
り
、
欧
州
並
み
の
本
格

的
な
事
業
承
継
税
制
が
必
要
で
あ
る
。

と
く
に
、
事
業
に
資
す
る
相
続
に
つ
い

て
は
、
事
業
従
事
を
条
件
と
し
て
他
の

一
般
財
産
と
切
り
離
し
、
非
上
場
株
式

を
含
め
て
事
業
用
資
産
へ
の
課
税
を
軽

減
あ
る
い
は
免
除
す
る
制
度
の
創
設
が

求
め
ら
れ
る
。

⑵
相
続
税
、
贈
与
税
の
納
税
猶
予
制
度
の

充
実

平
成
30
年
度
税
制
改
正
で
は
、
中
小
企

業
の
代
替
わ
り
を
促
進
す
る
た
め
、
10

年
間
の
特
例
措
置
と
し
て
同
制
度
の
拡

充
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
評
価
で
き
る
が
、

事
業
承
継
が
よ
り
円
滑
に
実
施
で
き
る

よ
う
以
下
の
措
置
を
求
め
る
。

①
猶
予
制
度
で
は
な
く
免
除
制
度
に
改

め
る
と
と
も
に
、
平
成
29
年
以
前
の
制

度
適
用
者
に
対
し
て
も
適
用
要
件
を
緩

和
す
る
な
ど
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

②
国
は
円
滑
な
事
業
承
継
が
図
ら
れ
る

よ
う
、
経
営
者
に
向
け
た
制
度
周
知
に

努
め
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
特
例
制

度
を
適
用
す
る
た
め
に
は
、
令
和
5
年

3
月
末
日
ま
で
に
「
特
例
承
継
計
画
」

を
提
出
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
の
制

度
を
踏
ま
え
て
こ
れ
か
ら
事
業
承
継
の

検
討
（
後
継
者
の
選
任
等
）
を
始
め
る

企
業
に
と
っ
て
は
時
間
的
な
余
裕
が
な

い
こ
と
等
が
懸
念
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
、

計
画
書
の
提
出
期
限
に
つ
い
て
配
慮
す

べ
き
で
あ
る
。

●
国
と
地
方
の
役
割
分
担
を
見
直
し
、
財

政
や
行
政
の
効
率
化
を
図
る
地
方
分
権
化

は
地
方
活
性
化
の
上
で
も
重
要
で
あ
る
。

そ
の
際
に
は
地
方
の
自
立
・
自
助
の
理
念

が
不
可
欠
で
あ
る
。
地
方
創
生
戦
略
を
推

進
す
る
う
え
で
も
こ
の
理
念
は
極
め
て
重

要
に
な
ろ
う
。

●「
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
」
の
返
礼
品
ア

ピ
ー
ル
競
争
を
み
て
い
る
と
、
あ
ま
り
に

安
易
で
地
方
活
性
化
に
正
面
か
ら
取
り
組

も
う
と
し
て
い
る
の
か
疑
問
を
呈
さ
ざ
る

を
得
な
い
。
住
民
税
は
本
来
、
居
住
自
治

体
の
会
費
で
あ
り
、
他
の
自
治
体
に
納
税

す
る
こ
と
は
地
方
税
の
原
則
に
そ
ぐ
わ
な

い
と
の
指
摘
も
あ
る
。
納
税
先
を
納
税
者

の
出
身
自
治
体
に
限
定
す
る
な
ど
、
さ
ら

な
る
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。

●
地
方
交
付
税
制
度
は
国
が
地
方
の
不
足

財
源
を
手
厚
く
保
障
す
る
機
能
を
有
し
て

お
り
、
そ
れ
が
地
方
の
財
政
規
律
を
歪
め

て
い
る
と
し
て
改
革
が
求
め
ら
れ
て
き
た
。

地
方
は
国
に
頼
る
だ
け
で
な
く
、
自
ら
の

責
任
で
行
財
政
改
革
を
進
め
地
方
活
性
化

策
を
企
画
・
立
案
し
実
行
し
て
い
か
ね
ば

な
ら
な
い
。

⑴
地
方
創
生
で
は
、
さ
ら
な
る
税
制
上
の

施
策
に
よ
る
本
社
機
能
移
転
の
促
進
、

地
元
の
特
性
に
根
差
し
た
技
術
の
活
用
、

地
元
大
学
と
の
連
携
な
ど
に
よ
る
技
術

集
積
づ
く
り
や
人
材
育
成
等
、
実
効
性

の
あ
る
改
革
を
大
胆
に
行
う
必
要
が
あ

る
。
ま
た
、
中
小
企
業
の
事
業
承
継
の

問
題
は
地
方
創
生
戦
略
と
の
関
係
か
ら

も
重
要
で
あ
り
、
集
中
的
に
取
り
組
む

必
要
が
あ
る
。

⑵
広
域
行
政
に
よ
る
効
率
化
に
つ
い
て
検

Ⅴ  

そ
の
他

討
す
べ
き
で
あ
る
。
基
礎
自
治
体
（
人

口
30
万
人
程
度
）
の
拡
充
を
図
る
た
め
、

さ
ら
な
る
市
町
村
合
併
を
推
進
し
、
合

併
メ
リ
ッ
ト
を
追
求
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑶
国
に
比
べ
て
身
近
で
小
規
模
な
事
業
が

多
い
地
方
の
行
財
政
改
革
に
は
、「
事
業

仕
分
け
」
の
よ
う
な
民
間
の
チ
ェッ
ク
機

能
を
活
か
し
た
手
法
が
有
効
で
あ
り
、

各
自
治
体
で
広
く
導
入
す
べ
き
で
あ
る
。

⑷
地
方
公
務
員
給
与
は
近
年
、
国
家
公
務

員
給
与
と
比
べ
た
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数

（
全
国
平
均
ベ
ー
ス
）
が
改
善
せ
ず
に
高

止
ま
り
し
て
お
り
、
適
正
な
水
準
に
是

正
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は

国
家
公
務
員
に
準
拠
す
る
だ
け
で
な
く
、

地
域
の
民
間
企
業
の
実
態
に
準
拠
し
た

給
与
体
系
に
見
直
す
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。

⑸
地
方
議
会
は
、
議
会
の
あ
り
方
を
見
直

し
、
大
胆
に
ス
リ
ム
化
す
る
と
と
も
に
、

よ
り
納
税
者
の
視
点
に
立
っ
て
行
政
に

対
す
る
チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
果
た
す
べ
き

で
あ
る
。
ま
た
、
高
す
ぎ
る
議
員
報
酬

の
一
層
の
削
減
と
政
務
活
動
費
の
適
正

化
を
求
め
る
。
行
政
委
員
会
委
員
の
報

酬
に
つ
い
て
も
日
当
制
を
広
く
導
入
す

る
な
ど
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

●
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
向
け
て

復
興
期
間
の
後
期
で
あ
る
「
復
興
・
創
生

法
人
税
関
係

所
得
税
関
係

地
方
税
関
係

相
続
税
・
贈
与
税
関
係

そ
の
他

《
税
目
別
の
具
体
的
課
題
》

F
E
A
T
U
R
E
A
R
T
IC

L
E

期
間
（
平
成
28
年
度
〜
令
和
2
年
度
）」

も
4
年
目
に
入
っ
て
い
る
が
、
被
災
地
の

復
興
、
産
業
の
再
生
は
い
ま
だ
道
半
ば
で

あ
る
。
今
後
の
復
興
事
業
に
当
た
っ
て
は

こ
れ
ま
で
の
効
果
を
十
分
に
検
証
し
、
予

算
を
適
正
か
つ
迅
速
に
執
行
す
る
と
と
も

に
、
原
発
事
故
へ
の
対
応
を
含
め
て
引
き

続
き
、
適
切
な
支
援
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
被
災
地
に
お
け
る
企
業
の
定
着
、

雇
用
確
保
を
図
る
観
点
な
ど
か
ら
、
実
効

性
の
あ
る
措
置
を
講
じ
る
よ
う
求
め
る
。

●
近
年
、
熊
本
地
震
を
は
じ
め
地
震
や
台

風
な
ど
に
よ
る
大
規
模
な
自
然
災
害
が
相

次
い
で
発
生
し
て
い
る
が
、
東
日
本
大
震

災
の
対
応
な
ど
を
踏
ま
え
、
適
切
な
支
援

と
実
効
性
の
あ
る
措
置
を
講
じ
、
被
災
地

の
確
実
な
復
旧
・
復
興
等
に
向
け
て
取
り

組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。

●
近
年
、
自
然
災
害
に
よ
り
甚
大
な
被
害

が
発
生
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
震
災

特
例
法
と
同
じ
く
、
災
害
等
に
係
る
雑
損

失
の
繰
越
控
除
期
間
を
5
年
（
現
行
3

年
）
に
延
長
す
る
こ
と
。

1.
役
員
給
与
の
損
金
算
入
の
拡
充

⑴
役
員
給
与
は
原
則
損
金
算
入
と
す
べ
き

⑵
同
族
会
社
も
業
績
連
動
給
与
の
損
金
算

入
を
認
め
る
べ
き

2.
交
際
費
課
税
の
適
用
期
限
延
長

3.
公
益
法
人
課
税

1.
所
得
税
の
あ
り
方

⑴
基
幹
税
と
し
て
の
財
源
調
達
機
能
の
回

復基
幹
税
と
し
て
の
財
源
調
達
機
能
を
回

復
す
る
た
め
に
も
、
所
得
税
は
国
民
が

能
力
に
応
じ
て
適
正
に
負
担
す
べ
き
で

あ
る
。

⑵
各
種
控
除
制
度
の
見
直
し

1.
納
税
環
境
の
整
備

2.
租
税
教
育
の
充
実

各
種
控
除
は
、
社
会
構
造
変
化
に
対
応

し
て
合
理
的
な
も
の
に
見
直
す
必
要
が

あ
る
。
と
く
に
、
人
的
控
除
に
つ
い
て

は
累
次
の
改
正
の
影
響
を
見
極
め
な
が

ら
、
適
正
化
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

⑶
個
人
住
民
税
の
均
等
割

地
方
税
で
あ
る
個
人
住
民
税
の
均
等
割

に
つ
い
て
も
、
応
益
負
担
原
則
の
観
点

か
ら
適
正
水
準
と
す
べ
き
で
あ
る
。

2.
少
子
化
対
策

1.
相
続
税
の
負
担
率
は
す
で
に
先
進
主

要
国
並
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
以
上

の
課
税
強
化
は
行
う
べ
き
で
は
な
い
。

2.
贈
与
税
は
経
済
の
活
性
化
に
資
す
る

よ
う
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

⑴
贈
与
税
の
基
礎
控
除
を
引
き
上
げ
る
。

⑵
相
続
時
精
算
課
税
制
度
の
特
別
控
除
額

（
2
5
0
0
万
円
）
を
引
き
上
げ
る
。

1.
固
定
資
産
税
の
抜
本
的
見
直
し

⑴
商
業
地
等
の
宅
地
を
評
価
す
る
に
当

た
っ
て
は
、
よ
り
収
益
性
を
考
慮
し
た

評
価
に
見
直
す
。

⑵
家
屋
の
評
価
は
、
経
過
年
数
に
応
じ
た

評
価
方
法
に
見
直
す
。

⑶
償
却
資
産
に
つ
い
て
は
、
納
税
者
の
事

務
負
担
軽
減
の
観
点
か
ら
、「
少
額
資

産
」
の
範
囲
を
国
税
の
中
小
企
業
の
少

額
減
価
償
却
資
産
（
30
万
円
）
に
ま
で

拡
大
す
る
と
と
も
に
、
賦
課
期
日
を
各

法
人
の
事
業
年
度
末
と
す
る
こ
と
。
ま

た
、
将
来
的
に
は
廃
止
も
検
討
す
べ
き

で
あ
る
。

⑷
固
定
資
産
税
の
免
税
点
に
つ
い
て
は
、

平
成
3
年
以
降
改
定
が
な
く
据
え
置
か

れ
て
い
る
た
め
、
大
幅
に
引
き
上
げ
る
。

⑸
国
土
交
通
省
、
総
務
省
、
国
税
庁
が
そ

れ
ぞ
れ
の
目
的
に
応
じ
て
土
地
の
評
価

を
行
っ
て
い
る
が
、
行
政
の
効
率
化
の

観
点
か
ら
評
価
体
制
は
一
元
化
す
べ
き

で
あ
る
。

2.
事
業
所
税
の
廃
止

事
業
所
税
は
固
定
資
産
税
と
二
重
課
税

的
な
性
格
を
有
す
る
こ
と
か
ら
廃
止
す
べ

き
で
あ
る
。

3.
超
過
課
税

住
民
税
の
超
過
課
税
は
、
個
人
で
は
な

く
主
に
法
人
を
課
税
対
象
と
し
て
い
る
う

え
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
課
税
を
実
施
し

て
い
る
自
治
体
も
多
い
。
課
税
の
公
平
を

欠
く
安
易
な
課
税
は
行
う
べ
き
で
な
い
。

4.
法
定
外
目
的
税

法
定
外
目
的
税
は
、
税
の
公
平
性
・
中

立
性
に
反
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
す

る
と
と
も
に
、
税
収
確
保
の
た
め
に
法
人

企
業
に
対
し
て
安
易
な
課
税
は
行
う
べ
き

で
は
な
い
。

1.
配
当
に
対
す
る
二
重
課
税
の
見
直
し

2.
電
子
申
告

• 経済の再生と財政健全化を目指し、
 歳出・歳入の一体的改革を!

• 適正な負担と給付の重点化・効率化で、
 持続可能な社会保障制度の確立を!

• 中小企業は日本経済の礎。
 活力向上のための税制措置拡充を!

• 中小企業にとって事業承継は重要な課題。
 本格的な事業承継税制の創設を!

令和2年度税制改正スローガン
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役
員
を
迎
え
、35
名
が
出
席
し
て
行
わ
れ

た
。
こ
れ
は
、
茂
原
法
人
会
に
お
い
て
事

業
活
動
の
「
マ
ン
ネ
リ
か
ら
の
脱
皮
」
と

「
活
性
化
を
図
る
施
策
」と
し
て
他
の
法
人

会
と
の
交
流
を
検
討
し
て
い
た
当
時
、
田

中
会
長
が
知
人
を
通
じ
て
長
野
県
連
か

ら
、
事
業
活
動
が
活
発
で
会
員
加
入
率
も

高
か
っ
た
飯
田
法
人
会
の
紹
介
を
受
け
、

両
会
の
姉
妹
法
人
会
締
結
に
至
っ
た
も
の
。

　

式
典
の
最
後
に
は
、
平
成
28
年
に
飯
田

税
務
署
長
だ
っ
た
関
東
信
越
国
税
局
の
北

原
法
人
課
税
課
長
、
平
成
29
年
に
茂
原
税

務
署
長
だ
っ
た
東
京
国
税
局
の
青
木
法
人

課
税
課
長
か
ら
お
祝
い
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
も

寄
せ
ら
れ
花
を
添
え
て
い
た
。

  　
　  
札
幌
北 

－ 

北
海
道

企
業
成
長
へ
の
条
件 

̶

自
主
点
検
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
の

活
用
と
共
に
語
る̶

　

 

全
法
連
の
前
常
任
理
事
で
、
現
・
札
幌

北
法
人
会
顧
問
の
牧
野
利
春
氏
が
、6
月

19
日
、
株
式
会
社
土
屋
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ

ス
の
土
屋
公
三
氏
主
宰
「
人
間
社
長
塾
」

10
周
年
記
念
の
講
演
会
に
登
壇
、「
企
業
成

長
の
条
件
」と
題
し
、若
手
経
営
者
１
２
０

名
が
聴
講
し
た
。
波
乱
に
満
ち
た
社
長
業

45
年
の
間
、
絶
え
ず
学
び
、
創
意
工
夫
を

重
ね
て
身
に
着
け
た
成
功
者
と
し
て
の
条

件
や
、
全
社
員
参
加
型
経
営
が
も
た
ら
す

繁
栄
、
業
績
成
果
の
還
元
、
分
配
の
あ
り

方
な
ど
経
営
の
哲
学
を
披
露
。
効
率
的
経

営
の
た
め
の
事
業
部
制
導
入
の
す
す
め
、

代
表
印
の
使
用
法
、
相
続
対
策
ま
で
多
彩

で
個
別
具
体
的
な
内
容
に
参
加
者
は
引
き

込
ま
れ
た
。
最
後
に
「
自
主
点
検
チ
ェ
ッ

ク
シ
ー
ト
（
入
門
編
）」
が
適
正
な
申

告
・
納
税
の
み
な
ら
ず
職
員
に
よ
る
横

領
・
不
正
の
防
止
な
ど
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン

ス
の
遵
守
に
も
有
効
で
あ
る
こ
と
に
触

れ
、
日
本
税
理
士
会
連
合
会
の
監
修
、
国

税
庁
後
援
の
意
義
を
説
明
し
、
活
用
を
推

奨
し
た
。
牧
野
氏
は
そ
の
翌
週
に
も
深
川

商
工
会
議
所
メ
ン
バ
ー
約
60
社
を
対
象
に

講
演
し
、
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
の
有
用
性
を

解
説
、
法
人
会
入
会
の
メ
リ
ッ
ト
を
語

り
、
2
社
の
新
規
入
会
を
実
現
し
た
。

  　
　  

八
王
子 

－ 

東
京

貸
切
列
車
で
行
く

「
親
と
子
の
税
金
教
室
」

　

八
王
子
法
人
会
で
は
、8
月
21
日
、夏
休

み
の
恒
例
事
業
『
親
と
子
の
税
金
教
室
〜

貸
切
列
車
で
行
く
東
京
デ
ィ
ズ
ニ
ー
リ

ゾ
ー
ト
〜
』を
開
催
、
一
般
市
民
を
含
む

２
８
８
名
が
参
加
し
た
。
Ｊ
Ｒ
中
央
線
の

高
尾
駅
を
出
発
し
た
貸
切
列
車
は
、
立
川

駅
ま
で
の
各
駅
で
参
加
者
を
乗
せ
、
東
京

デ
ィ
ズ
ニ
ー
リ
ゾ
ー
ト
最
寄
り
の
京
葉
線

舞
浜
駅
ま
で
直
行
。
往
路
で
は
車
内
放
送

で
税
金
ク
イ
ズ
を
実
施
し
、
子
ど
も
た
ち

は
身
の
回
り
の
税
金
に
関
連
し
た
問
題
に

チ
ャ
レ
ン
ジ
。
夏
休
み
ら
し
い
特
別
な
時

間
を
満
喫
し
た
。

　
　  

茂
原 

－ 

千
葉

姉
妹
法
人
会
締
結  25
周
年

　

飯
田
法
人
会
（
長
野
）
と
茂
原
法
人
会

は
、
6
月
22
日
に
茂
原
法
人
会
館
で
姉
妹

法
人
会
の
締
結
25
周
年
記
念
式
典
を
開

催
。
平
成
6
年
の
締
結
か
ら
25
周
年
の
節

目
を
迎
え
、
長
野
か
ら
石
井
会
長
を
含
む

2019  秋 10
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待
し
て
毎
年
実
施
し
て
い
る
。

　

令
和
初
と
な
る
今
回
は
新
入
会
員
14

名
、
役
員
13
名
、
金
融
機
関
8
名
が
参

加
。
三
木
会
長
に
続
き
、
各
部
会
長
が
挨

拶
し
て
法
人
会
や
部
会
活
動
を
紹
介
、
石

村
副
会
長
の
乾
杯
発
声
で
開
宴
。
新
入
会

員
は
情
報
交
換
や
、
役
員
・
金
融
機
関
と

の
名
刺
交
換
で
交
流
の
輪
を
広
げ
た
。
ワ

ン
タ
イ
ム
ス
ピ
ー
チ
で
は
、
自
社
資
料
を

配
布
す
る
な
ど
事
業
内
容
を
紹
介
し
合
い

有
意
義
な
異
業
種
交
流
と
な
っ
た
。

▼
投
稿
案
内　

リ
レ
ー
ニ
ュ
ー
ス
は
、全
法
連
Ｈ
Ｐ

で
も
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。地
域
毎
の
活
動
を
、是
非

ご
投
稿
く
だ
さ
い
！

　
　  

沼
津 

－ 

静
岡

夏
休
み
親
子
税
金
教
室

２
０
１
９

　

沼
津
法
人
会
は
8
月
6
日
に
沼
津
市
民

文
化
セ
ン
タ
ー
、
7
日
に
裾
野
市
民
文
化

セ
ン
タ
ー
で
小
学
生
の
親
子
を
対
象
と
し

た
税
金
教
室
を
開
催
し
た
。
こ
れ
は
女
性

部
会
の
メ
イ
ン
事
業
と
し
て
毎
年
実
施
し

て
お
り
、
税
金
の
無
い
世
界
と
あ
る
世
界

を
比
べ
、
税
金
の
大
切
さ
と
身
近
な
使
わ

れ
方
を
学
習
し
て
も
ら
う
も
の
。

　

ま
ず
、
国
税
庁
作
成
の
「
マ
リ
ン
と
ヤ

マ
ト
不
思
議
な
日
曜
日
」
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
観

た
あ
と
、「
イ
ー
タ
君
」
や
地
元
の
ゆ
る

キ
ャ
ラ
「
す
そ
の
ん
」
と
一
緒
に
、
税
金

ク
イ
ズ
で
租
税
の
大
切
さ
を
学
習
。
最
後

は
ア
ニ
メ
「
ド
ラ
え
も
ん 

の
び
太
の
月
面

探
査
記
」が
上
映
さ
れ
、
2
日
間
で
来
場
し

た
２
０
０
０
人
超
が
楽
し
い
夏
の
午
後
を

過
ご
し
た
。
ま
た
、
夏
休
み
前
に
各
小
学

校
経
由
で
配
布
し
た「
税
に
関
す
る
絵
は
が

き
コ
ン
ク
ー
ル
」の
募
集
周
知
も
行
っ
た
。

　
　  

中
津
川 

－ 

岐
阜

会
員
交
流
会
で

〝
名
刺
交
換
〞

　

中
津
川
法
人
会
は
6
月
21
日
に｢

第
1

回
会
員
交
流
会｣
を
実
施
し
た
。
会
員
同

士
の
〝
交
流
〞
を
最
大
の
目
的
と
し
た
事

業
で
、
会
議
も
研
修
会
も
一
切
な
し
の

「
飲
ん
で
食
べ
て
仲
良
く
な
っ
た
ら
ほ
ん

の
少
し
ビ
ジ
ネ
ス
の
話
を
し
よ
う
」
と
い

う
ス
タ
イ
ル
。
全
会
員
の
約
5
％
に
あ
た

る
61
社
79
名
が
参
加
し
た
。

　

今
回
の
メ
イ
ン
は
参
加
者
全
員
に
よ
る

〝
名
刺
交
換
〞。
2
列
に
並
び
向
か
い
の
人

と
ほ
ん
の
数
十
秒
挨
拶
を
交
わ
す
非
常
に

シ
ン
プ
ル
な
行
為
だ
が
、「
あ
な
た
が
あ
の

○
○
会
社
の
方
で
す
か
！ 

実
は
息
子

が…

」「
え
え
っ
!? 

お
宅
そ
ん
な
事
業
も

や
っ
て
た
の
？
」
と
、
顔
見
知
り
程
度
か

ら
互
い
の
事
業
内
容
ま
で
改
め
て
認
識
で

き
た
と
好
反
響
。
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
で
も

「
楽
し
め
た
」
が
１
０
０
％
で
、
早
く
も

次
回
開
催
に
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

  　
　  

宇
摩 

－ 

愛
媛

令
和
元
年
度

新
規
入
会
社
交
流
会

　

宇
摩
法
人
会
は
8
月
19
日
、
ホ
テ
ル
グ

ラ
ン
フ
ォ
ー
レ
で
「
令
和
元
年
度
新
規
入

会
社
交
流
会
」
を
開
催
し
た
。
異
業
種
交

流
と
新
入
会
員
に
法
人
会
活
動
の
理
解
を

深
め
て
も
ら
う
こ
と
が
目
的
で
、
賛
助
会

員
を
含
め
過
去
3
年
間
に
加
入
し
た
新
入

会
員
、
及
び
金
融
機
関
関
係
者
な
ど
を
招
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筆
者
が
30
年
近
く
前
、
何
か
の
本
で

読
ん
だ
小
話
で
す
。
当
時
の
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
の
所
得
税
最
高
税
率
は
80
%
で

し
た
。

あ
る
日
、
高
名
な
弁
護
士
が
虫
歯
の

治
療
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
ま
た
高
名

な
歯
医
者
の
と
こ
ろ
に
行
っ
た
。
治
療

が
終
わ
っ
て
代
金
を
支
払
お
う
と
す
る

と
、
1
0
0
万
円
の
請
求
を
受
け
た
。

弁
護
士
は
、「
そ
ん
な
に
高
い
の
か
。
自

分
の
所
得
税
率
（
限
界
税
率
）
は
80
%

な
の
で
、
あ
な
た
に
1
0
0
万
円
を
払

う
た
め
に
は
、
自
分
は
5
0
0
万
円
追

加
的
に
稼
が
な
い
と
い
け
な
い
」
と
文

句
を
言
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
歯
医
者

は
、「
私
の
所
得
税
率
も
80
%
で
す
。

あ
な
た
か
ら
1
0
0
万
円
い
た
だ
い
て

も
、
自
分
の
手
元
に
残
る
の
は
20
万
円

で
す
」
と
答
え
た
。

二
人
は
「
つ
ま
り
20
万
円
の
所
得
を

得
る
た
め
に
5
0
0
万
円
稼
が
な
く
て

は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
か
」
と

た
め
息
を
つ
い
た
。
そ
し
て
弁
護
士
は

お
も
む
ろ
に
「
い
い
方
法
が
あ
る
。
私

の
持
っ
て
い
る
別
荘
を
ひ
と
夏
無
料
で

貸
す
と
い
う
こ
と
で
、
代
金
を
清
算
し

て
く
れ
な
い
か
」
と
い
う
ア
イ
デ
ア
を

提
案
し
た
。
双
方
と
も
税
金
の
支
払
い

に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
な
り
、
め

で
た
く
合
意
が
成
立
し
た
。

こ
の
小
話
は
、
高
所
得
者
同
士
が
い

わ
ば
物
々
交
換
的
な
手
法
で
租
税
を
回

避
す
る
と
い
う
事
例
で
す
。
当
時
は

「
よ
く
で
き
た
話
だ
が
、
そ
ん
な
に
う

ま
く
は
行
か
な
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
感

想
を
持
っ
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
先
日
テ
レ
ビ
を
見
て
い

た
ら
、
ス
イ
ス
人
の
女
性
（
料
理
人
）
が

米
国
人
の
男
性
（
英
語
教
師
）
に
、
ス

カ
イ
プ
を
使
っ
て
1
時
間
料
理
を
教
え
、

そ
の
代
わ
り
に
米
国
人
か
ら
1
時
間
英

語
を
教
え
て
も
ら
う
と
い
う
場
面
が
紹

介
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
の
サ
イ
ト
を
通
じ
て
、
双
方
の
ニ
ー

ズ
を
マ
ッ
チ
ン
グ
さ
せ
た
よ
う
で
す
が
、

す
で
に
そ
の
ア
プ
リ
は
世
界
規
模
で
広

が
っ
て
お
り
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
も
含
め

様
々
な
サ
ー
ビ
ス
の
「
交
換
」
が
可
能

に
な
っ
て
い
る
と
い
い
ま
す
。

時
間
の
代
わ
り
に
、
ポ
イ
ン
ト
等
を

使
え
ば
、
よ
り
簡
単
で
幅
広
く
交
換
相

手
や
欲
し
い
ス
キ
ル
を
探
す
こ
と
が
で

き
ま
す
。
例
え
ば
、
自
分
の
持
つ
投
資

ノ
ウ
ハ
ウ
を
伝
授
し
て
10
ポ
イ
ン
ト
を

ゲ
ッ
ト
す
る
。
そ
の
う
ち
5
ポ
イ
ン
ト

を
使
っ
て
マ
ッ
サ
ー
ジ
の
施
術
を
受
け
、

残
り
の
5
ポ
イ
ン
ト
で
ヘ
ア
カ
ッ
ト
の

サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
、
と
い
う
具
合
で

す
。実

際
調
べ
て
み
る
と
わ
が
国
で
も
、

「
お
金
を
か
け
ず
に
、
自
分
の
強
み
と
、

誰
か
の
強
み
を
交
換
し
合
い
ま
す
」
と

し
て
、
引
っ
越
し
（
経
験
者
）
の
引
っ

越
し
ス
キ
ル
と
マ
ッ
サ
ー
ジ
師
の
マ
ッ

サ
ー
ジ
ス
キ
ル
の
交
換
の
例
が
ネ
ッ
ト

に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
後
、
お
医

者
さ
ん
や
弁
護
士
と
い
っ
た
高
所
得
者

専
用
の
サ
ー
ビ
ス
交
換
サ
イ
ト
も
立
ち

上
が
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

所
得
税
法
を
厳
密
に
解
釈
す
れ
ば
、

経
済
的
利
益
を
得
た
場
合
に
は
す
べ
て

時
価
に
引
き
直
し
て
所
得
と
な
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
交
換
し
た
ス
キ
ル
を
金
銭
に

換
算
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
所
得
と
し
て
課

税
対
象
に
な
る
と
い
う
の
が
法
律
の
建

前
で
す
の
で
、
税
金
を
払
わ
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
る
と
、
冒
頭
の
小
話
の
よ

う
に
、
租
税
回
避
と
な
る
可
能
性
が
で

て
く
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
一
方
、
そ
こ

ま
で
課
税
し
な
く
て
も
い
い
と
い
う
意

見
も
で
て
く
る
で
し
ょ
う
。
と
り
わ
け
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
場
合
に
は
、
そ
も
そ

も
所
得
は
発
生
し
な
い
と
い
う
考
え
方

も
あ
り
え
ま
し
ょ
う
。

し
か
し
放
置
し
て
お
く
と
、
税
の
不

公
平
感
が
広
が
り
、
税
の
信
頼
を
失
う

事
態
も
生
じ
か
ね
ま
せ
ん
。
ま
た
大
き

く
広
が
っ
て
く
る
と
、
税
収
の
減
少
も

問
題
と
な
り
ま
す
。
笑
っ
て
済
ま
せ
る

話
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
税

務
当
局
か
ら
は
、
マ
ッ
チ
ン
グ
サ
イ
ト

を
運
営
す
る
業
者
（
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

マ
ー
）
か
ら
取
引
情
報
を
入
手
す
る
べ

き
だ
、
と
い
う
議
論
が
起
き
て
く
る
で

し
ょ
う
。
さ
ら
に
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に

金
銭
に
換
算
す
る
の
か
と
い
う
、
よ
り

困
難
な
問
題
も
生
じ
ま
す
。

デ
ジ
タ
ル
経
済
の
発
達
の
結
果
、
30

年
前
に
は
笑
い
話
だ
っ
た
こ
と
が
日
常

的
に
広
が
る
現
実
と
し
て
表
れ
て
き
て

い
ま
す
。
と
り
わ
け
租
税
の
世
界
で
は
、

動
き
が
速
い
よ
う
で
す
。
人
間
が
A
I

に
職
を
奪
わ
れ
な
い
た
め
に
は
、
人
間

力
を
高
め
て
い
く
教
育
が
有
用
で
、
そ

れ
に
は
財
源
も
必
要
で
す
。
デ
ジ
タ
ル

経
済
下
で
の
租
税
回
避
に
は
、
皆
が
知

恵
を
絞
っ
て
対
処
し
て
い
く
必
要
が
あ

る
と
思
わ
れ
ま
す
。

東京財団政策研究所研究主幹　中央大学法科大学院特任教授　　森信 茂樹

税
金
が
取
れ
な
く
な
る
社
会
が
来
る

ZEI

RON

Shigeki  

Morinobu
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相続税法では、相続等によって取得した財産の価額
を「時価」によって評価して課税することにしています。
この場合「時価」とは、「通常取引される価額（客観
的交換価額）」であると解釈されていますが、実務上は、
土地であれば、国税局が定める路線価方式等によって
評価されています。この路線価は、その年の1月1日現
在の公示価格の8割相当額で評価されることになって
いますので、通常は相続した土地の売却価額がその路
線価評価額を下回ることは少ないと考えられます。
しかし、それぞれの土地については、その位置、形
態等において個別性が強く、路線価付設後地価が大幅
に下落することもあるので、常にその土地が路線価評
価額で売却できるとは限りません。おそらくご質問の
場合も、何らかの個別事情があって、相続した土地を
路線価評価額の2億円で売却できなかったことと思わ
れます。
そうすると、相続税法上の「時価」が「通常取引さ
れる価額（客観的交換価額）」というのであれば、ご
質問の土地の「時価」は、実際の売却価額である1億
7000万円であるという解釈も考えられます。
他方、国税通則法では、納税申告書を提出した者は、
その申告書に記載した課税標準等又は税額等の計算が
法律の規定に従っていなかったこと、又はその計算に
誤りがあったことにより、過大に税額を納付したとき
には更正の請求をして、税務署長に減額更正を求める
ことができることにしています。ご質問の場合は、こ
の規定により、相続した土地の「時価」を誤って計算
して過大な税額を申告したということで、更正の請求
をすることになります。

しかしながら、税務署長の方も納税者の請求が法律
の規定に従っているか否かを調査して減額更正をする
かどうかを決めるわけですから、税務署長と納税者と
の間で相続税法上の「時価」の解釈が争われることに
なります。その争いが訴訟まで進むと、裁判所の考え
方（判例）が問題になります。
最近の裁判例（東京地裁平成30年10月30日判決）で
も、相続後の土地の売却価額が路線価評価額を下回っ
たため、その売却価額が「時価」に当たるか否か争わ
れています。その判決では、路線価方式の合理性を認
め、それが全納税者に平等に適用されているので、路
線価評価額を少し位下回るという特別の事情が納税者
から主張されてもそれは採用できないとし、納税者が
主張する売却が相続後約8か月又は約2年8か月後に行
われたものであるから、その売却価額は「時価」に当
たらないとして、納税者の主張を認めませんでした。
このような判決の考え方が全てではありませんが、
他の類似の裁判例をみても路線価方式の合理性が広く
認められているので、路線価評価額が「時価」ではな
いという主張は簡単には認められないように思われま
す。それでも相続した土地を相続直後に売却し、その
売買が恣意的ではないというのであれば、その売却価
額が「時価」であるという主張も相当に説得力を有す
るものと考えられます。
その点、ご質問の場合は、相続後1年過ぎてからの
売却ですし、どのような条件で売却されたのかも不明
ですので、更正の請求をしても直ちに減額更正が受け
られるかはかなり厳しいように考えられます。そうで
あっても、ご質問の土地に個別事情等があって1億
7000万円の価値がないということも考えられますので、
更正の請求をして税務署長の判断を待つことも必要か
と思います。

私は昨年8月に父を亡くし、今年6月、相続税を申告しました。相続財産のうち、土地2億
円は国税局が定める路線価で評価しましたが、8月に延納税額を納付するため、その土地を
1億7000万円で売却しました。その差額について減額を求めて更正の請求はできますか。

減額更正の
可能性は低い

相続した土地の
売却価額と
更正の請求
筑波大学名誉教授

Yoshinobu
Shinagawa

2019 秋13
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国
民
年
金
と

不
公
平
の
恐
れ
も

社会保障改革に漂う暗雲
厚生年金拡大は尻すぼみか

産経新聞客員論説委員　河合 雅司

全
世
代
型
社
会
保
障
改
革
は
、
高
齢

者
数
が
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
2
0
4
0
年

代
初
頭
を
に
ら
ん
だ
も
の
だ
。

「
全
世
代
型
」
と
聞
く
と
、
す
べ
て
の

世
代
の
サ
ー
ビ
ス
が
手
厚
く
見
直
さ
れ

る
こ
と
を
イ
メ
ー
ジ
し
が
ち
だ
が
、
政

府
の
本
音
は
「
年
齢
に
か
か
わ
ら
ず
、

支
払
い
能
力
の
あ
る
人
に
負
担
を
求
め

て
い
く
」
こ
と
に
あ
る
。

こ
れ
ま
で
と
同
じ
く
、
負
担
増
や
サ
ー

ビ
ス
カ
ッ
ト
が
中
心
と
な
る
見
通
し
だ

が
、
今
回
は
社
会
保
障
制
度
の「
支
え
手
」

を
増
や
す
こ
と
に
も
力
を
入
れ
る
。

目
玉
政
策
に
据
え
よ
う
と
し
て
い
る

の
が
、
パ
ー
ト
社
員
な
ど
短
時
間
労
働

者
が
厚
生
年
金
に
入
り
や
す
く
す
る
た

め
の
加
入
要
件
の
拡
大
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、①
原
則
5
0
1
人
以
上

と
な
っ
て
い
る
従
業
員
規
模
要
件
の
廃

止 

②
賃
金
要
件
（
月
額
8
万
8
0
0
0

円
以
上
）
の
廃
止 

③
賃
金
が
月
額
5
万

8
0
0
0
円
以
上
の
す
べ
て
の
労
働
者

に
適
用
‐
を
検
討
し
て
い
る
。

   

③
の
要
件
を
見
直
し
た
場
合
、
約

1
0
5
0
万
人
が
新
た
に
厚
生
年
金
に

加
わ
る
こ
と
と
な
り
、
年
金
財
政
に
は

大
き
な
改
善
効
果
が
見
込
ま
れ
る
。

新
た
に
加
入
す
る
短
時
間
労
働
者
に

と
っ
て
も
、
将
来
の
年
金
給
付
額
も
増

額
に
つ
な
が
る
。
就
職
氷
河
期
世
代
に

は
、
不
安
定
な
雇
用
に
追
い
や
ら
れ
た

人
が
少
な
く
な
く
、
こ
れ
ら
の
年
齢
層

が
高
齢
者
と
な
る
2
0
4
0
年
代
初
頭

に
は
低
年
金
・
無
年
金
者
の
増
大
が
予

想
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
将
来
の
低
年

金
者
、
無
年
金
者
を
少
し
で
も
減
ら
す

狙
い
も
あ
る
。

政
府
は
70
歳
ま
で
多
く
の
人
が
働
く

社
会
を
念
頭
に
お
い
て
お
り
、
高
齢
期

ま
で
保
険
料
を
払
い
続
け
る
人
を
増
や

す
こ
と
で
、
年
金
支
給
開
始
年
齢
の
引

き
上
げ
へ
の
呼
び
水
に
す
る
思
惑
も
あ

り
そ
う
だ
。

た
だ
、
実
現
へ
の
ハ
ー
ド
ル
は
低
く

は
な
い
。

短
時
間
労
働
者
へ
の
適
用
拡
大
は
か

ね
て
よ
り
試
み
ら
れ
て
き
た
が
、
小
売

業
な
ど
短
時
間
労
働
者
が
多
い
業
種
を

中
心
に
抵
抗
が
強
く
、
政
府
の
シ
ナ
リ

オ
通
り
に
は
進
ん
で
こ
な
か
っ
た
経
緯

が
あ
る
。

年
金
保
険
料
は
「
労
使
折
半
」
と
な
っ

て
お
り
、
短
時
間
労
働
者
が
厚
生
年
金

に
加
入
と
な
れ
ば
、
そ
の
半
額
は
企
業

側
が
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め

だ
。消

費
税
増
税
に
加
え
て
、
最
低
賃
金

の
引
き
上
げ
の
流
れ
が
強
ま
っ
て
い
る

こ
と
も
あ
り
、「
保
険
料
の
負
担
増
ま
で

と
な
れ
ば
、
倒
産
が
相
次
ぐ
」（
業
界
関

係
者
）
と
い
っ
た
声
も
聞
か
れ
る
。

一
方
、
短
時
間
労
働
者
に
も
必
ず
し

も
歓
迎
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

保
険
料
を
負
担
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、

給
料
の
手
取
り
額
は
目
減
り
す
る
か
ら

だ
。
将
来
の
年
金
よ
り
も
目
先
の
生
活

費
を
優
先
せ
ざ
る
を
得
な
い
人
も
少
な

く
な
い
。

さ
ら
に
深
刻
な
の
が
、
国
民
年
金
と

の
整
合
性
だ
。
厚
生
年
金
の
加
入
対
象

と
な
る
賃
金
要
件
を
下
げ
る
と
な
る
と
、

国
民
年
金
の
保
険
料
（
月
額
1
万

6
4
1
0
円
）
よ
り
少
な
い
負
担
額
で
、

老
後
に
基
礎
年
金
だ
け
で
な
く
厚
生
年

金
も
受
け
取
り
可
能
と
な
る
。
こ
れ
で

は
国
民
年
金
加
入
者
と
の
公
平
性
が
保

て
な
い
。

こ
う
し
た
状
況
か
ら
、
与
党
内
に
は

「
従
業
員
の
規
模
要
件
の
引
き
下
げ
で
お

茶
を
濁
す
し
か
な
い
」
と
の
声
が
早
く

も
登
場
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

規
模
要
件
の
引
き
下
げ
だ
け
で
は
対
象

者
は
大
き
く
増
え
ず
、
年
金
財
政
の
改

善
効
果
も
さ
ほ
ど
期
待
で
き
な
い
。

そ
う
で
な
く
と
も
高
齢
者
へ
の
負
担

増
策
へ
の
世
論
の
反
発
が
予
想
さ
れ
る

だ
け
に
、
目
玉
政
策
ま
で
尻
す
ぼ
み
と

な
れ
ば
、
全
世
代
型
社
会
保
障
改
革
そ

の
も
の
が
息
切
れ
し
か
ね
な
い
。

「
全
世
代
型
」と
は

全
員
で
負
担

政府が全世代型社会保障改革の議論をスタートさせた。高齢者の激増に備え、持続可能な制度へと改めようというのだ。
目玉の1つが、短時間労働者の厚生年金の適用拡大である。年金の支え手を増やすことで、

年金給付水準の目減りを抑制しようという狙いだ。ただ、企業の負担も増えるため反対論は強く、先行きは見通せていない。

情報分析の目
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決
算
書
の
営
業
外
費
用
に
貸
倒
損
失
が
計

上
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
内
容
の
確

認
を
調
査
官
が
行
っ
て
い
ま
す
。

調
査
官　

貸
倒
損
失
の
内
容
に
つ
い
て
お
尋

ね
し
ま
す
。

担
当
者　

遠
隔
地
の
取
引
先
A
に
対
し
10
万

円
の
売
掛
金
が
あ
り
ま
し
た
が
、
支
払
い
が

遅
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
再
三
督
促
を

し
た
の
で
す
が
何
も
応
答
が
あ
り
ま
せ
ん
。

代
金
の
取
立
に
行
こ
う
と
思
っ
た
の
で
す
が
、

遠
方
で
あ
り
航
空
券
代
や
鉄
道
運
賃
等
の
旅

費
、
従
業
員
の
日
当
等
を
考
え
る
と
採
算
が

合
い
ま
せ
ん
。

調
査
官　

取
引
先
A
の
代
表
者
や
関
係
者
と

の
連
絡
は
と
っ
た
の
で
す
か
。

担
当
者　

は
い
。
何
と
か
。

調
査
官　

そ
れ
で
A
社
は
ど
の
よ
う
な
状
況

だ
っ
た
の
で
す
か
。

担
当
者　

隣
の
県
に
引
っ
越
し
て
い
ま
し
た
。

調
査
官　

具
体
的
に
は
鹿
児
島
県
か
ら
宮
崎

県
に
移
転
を
し
て
い
た
の
で
す
ね
。

担
当
者　

は
い
、
そ
う
で
す
。

調
査
官　

貸
倒
損
失
の
内
訳
を
見
る
と
、
宮

崎
県
に
あ
る
取
引
先
B
社
も
50
万
円
の
貸
倒

れ
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。

担
当
者　

Ｂ
社
は
夜
逃
げ
を
し
て
行
方
不
明

と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
の
で
、
貸
倒
処
理

を
し
て
い
ま
す
。

調
査
官　

B
社
に
つ
い
て
追
跡
調
査
は
さ
れ

た
の
で
す
か
。

担
当
者　

同
業
者
の
話
で
は
細
々
な
が
ら
営

業
は
何
と
か
行
っ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
債

務
超
過
で
い
つ
倒
産
し
て
も
お
か
し
く
な
い

と
の
こ
と
で
し
た
。

調
査
官　

B
社
に
確
認
を
取
っ
て
は
い
な
い

の
で
す
か
。

担
当
者　

取
引
を
停
止
し
て
か
ら
１
年
以
上

経
っ
て
い
る
の
で
、
法
人
税
基
本
通
達
を
適

用
し
て
備
忘
価
額
を
残
し
て
貸
倒
処
理
と
し

ま
し
た
。

調
査
官　

B
社
と
の
取
引
は
長
か
っ
た
の
で

す
か
。

担
当
者　

過
去
に
は
取
引
が
あ
り
ま
し
た
が
、

こ
こ
数
年
間
で
は
１
回
だ
け
で
す
。

調
査
官　

こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
ス
ポ
ッ
ト
取
引

（
単
発
取
引
）
の
よ
う
で
す
ね
。

担
当
者　

そ
う
で
す
ね
。
常
時
使
っ
て
い
る

業
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

調
査
官　

法
人
税
基
本
通
達
９
―
６
―
３
で

言
っ
て
い
る
「
取
引
の
停
止
」
と
は
、
継
続

的
な
取
引
を
行
っ
て
い
た
債
務
者
に
つ
き
、

そ
の
資
産
の
状
況
、
支
払
能
力
等
が
悪
化
し

た
た
め
、
そ
の
後
の
取
引
を
停
止
す
る
に
至

っ
た
場
合
を
い
い
ま
す
。

　

従
っ
て
、
今
回
の
よ
う
な
ス
ポ
ッ
ト
取
引

に
つ
い
て
は
こ
の
適
用
が
あ
り
ま
せ
ん
。

担
当
者　

・
・
・
・
・
・
。 

調
査
官　

法
人
税
基
本
通
達
で
は
、
法
人
が

同
一
地
域
の
債
務
者
に
つ
い
て
有
す
る
当
該

売
掛
債
権
の
総
額
が
、
そ
の
取
立
の
た
め
に

要
す
る
旅
費
そ
の
他
の
経
費
に
満
た
な
い
場

合
に
お
い
て
、
当
該
債
務
者
に
対
し
て
支
払

を
督
促
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
弁
済
が
な
い

と
き
は
貸
倒
処
理
が
で
き
る
と
あ
り
ま
す
。

　

本
件
の
場
合
に
は
、
取
引
先
A
社
も
取
引

先
B
社
も
、
も
と
も
と
宮
崎
県
に
あ
る
こ
と

か
ら
、
60
万
円
の
債
権
総
額
と
取
立
費
用
と

の
比
較
と
な
り
ま
す
の
で
、
貸
倒
損
失
処
理

は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

ち
な
み
に
、
「
取
立
費
用
」
は
、
１
回
の

集
金
出
張
に
要
す
る
旅
費
及
び
日
当
等
の
実

費
を
い
い
ま
す
が
、
売
掛
債
権
の
総
額
は
一

つ
の
取
引
先
ご
と
に
で
は
な
く
、
同
一
地
域

に
複
数
の
債
務
者
が
存
在
す
れ
ば
、
そ
の
債

権
額
の
合
計
額
を
い
い
ま
す
。

 

な
お
、
回
収
可
能
と
判
断
さ
れ
る
債
権
を

放
棄
し
た
時
は
寄
付
金
と
な
り
ま
す
の
で
注

意
し
ま
し
ょ
う
。

貸
倒
損
失
の
処
理
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私
た
ち
の
健
康
を
担
っ
て
い
る
五
大
栄

養
素
（
糖
質
、
蛋
白
質
、
脂
質
と
ビ
タ
ミ

ン
、
ミ
ネ
ラ
ル
）
に
次
い
で
、
食
物
の
カ

ス
扱
い
さ
れ
て
い
た
食
物
繊
維
が
第
６
の

栄
養
素
と
言
わ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
は
、

以
前
に
記
し
た
通
り
で
す
。
今
回
は
、
新

た
に
７
番
目
の
座
に
と
、
熱
い
ま
な
ざ
し

を
浴
び
て
い
る
急
成
長
の
健
康
物
質
に
つ

い
て
述
べ
ま
し
ょ
う
。

　

そ
の
優
れ
も
の
は
既
に
見
聞
し
て
い
る

と
思
い
ま
す
が
、
フ
ィ
ト
ケ
ミ
カ
ル
、
も

し
く
は
フ
ァ
イ
ト
ケ
ミ
カ
ル
で
す
。
全
く

同
じ
も
の
な
の
で
す
が
、
植
物
の
ギ
リ
シ
ャ

語
を
研
究
者
が
フ
ィ
ト
、
フ
ァ
イ
ト
と
読

ん
だ
こ
と
か
ら
、
表
記
が
ほ
ぼ
二
つ
に
分

か
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
な
お
ケ
ミ
カ
ル

は
化
学
成
分
の
こ
と
で
す
。

　

具
体
的
に
説
明
す
る
と
、
そ
れ
は
野
菜

や
果
物
な
ど
に
含
ま
れ
る
色
素
、
香
り
か

ら
、
渋
み
や
苦
み
と
い
っ
た
も
の
も
加
え

た
化
学
成
分
の
総
称
で
す
。
こ
れ
ら
は
近

年
の
研
究
で
、
人
間
が
歳
を
重
ね
る
に
つ

れ
て
体
内
の
細
胞
を
酸
化
さ
せ
て
い
く
活

性
酸
素
に
待
っ
た
を
か
け
、
老
化
や
動
脈

硬
化
、
が
ん
な
ど
を
予
防
す
る
働
き
を
す

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

　

１
９
８
０
年
代
に
始
ま
っ
た
研
究
の
端

緒
は
、
植
物
の
化
学
成
分
は
天
敵
の
害
虫

や
紫
外
線
な
ど
か
ら
我
が
身
を
守
る
た
め

に
自
ら
が
創
り
出
し
た
の
で
は
な
い
か
、

と
着
目
し
た
か
ら
で
し
た
。
ま
だ
新
し
い

分
野
で
す
が
、
こ
う
し
た
心
身
を
若
返
ら

せ
る
抗
酸
化
作
用
の
研
究
は
、
ア
ン
チ
エ

イ
ジ
ン
グ
医
療
に
迫
る
時
代
の
旗
手
と
し

て
、
期
待
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

研
究
の
成
果
で
、
こ
の
自
然
界
に
は
植

物
の
化
学
成
分
は
１
万
種
ほ
ど
存
在
す
る

こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。
数
が
多
い

の
で
効
能
が
解
明
さ
れ
て
き
た
の
は
、
ま

だ
１
割
の
１
千
種
ほ
ど
で
す
が
、
そ
の
中

で
群
を
抜
い
て
知
名
度
の
高
い
の
が
ポ
リ

フ
ェ
ノ
ー
ル
類
で
す
。

　

こ
れ
は
植
物
の
光
合
成
で
創
ら
れ
る
色

素
や
ア
ク
の
こ
と
で
、
１
９
９
０
年
代
に

世
界
各
国
で
超
有
名
に
な
り
ま
し
た
。「
赤

ワ
イ
ン
に
入
っ
て
い
る
ポ
リ
フ
ェ
ノ
ー
ル

と
や
ら
が
体
に
良
い
ら
し
い
」
と
、
大
ブ

ー
ム
が
起
き
た
か
ら
で
し
た
。

　

そ
の
後
、
ポ
リ
フ
ェ
ノ
ー
ル
は
細
分
化

さ
れ
、
ワ
イ
ン
の
元
の
ブ
ド
ウ
に
多
い
の

は
ア
ン
ト
シ
ア
ニ
ン
と
名
前
が
変
わ
り
ま

し
た
。
優
れ
た
抗
酸
化
作
用
に
加
え
、
視

力
を
回
復
さ
せ
る
効
能
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
大
豆
に
多
い
イ
ソ
フ
ラ
ボ
ン
、

緑
茶
に
多
い
カ
テ
キ
ン
や
、
字
を
見
れ
ば

す
ぐ
分
か
る
コ
ー
ヒ
ー
ポ
リ
フ
ェ
ノ
ー
ル
、

カ
カ
オ
ポ
リ
フ
ェ
ノ
ー
ル
も
同
じ
仲
間
で

す
が
、
個
々
の
効
能
は
割
愛
し
ま
す
。

　

ま
た
色
素
の
カ
ロ
テ
ン
を
大
量
に
含
む

緑
黄
色
野
菜
に
多
い
成
分
は
カ
ロ
テ
ノ
イ

ド
類
と
別
グ
ル
ー
プ
に
な
り
ま
す
。
さ
ら

に
こ
の
仲
間
で
も
ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ
や
ブ
ロ

ッ
コ
リ
ー
な
ど
に
多
い
の
は
ル
テ
ィ
ン
、

ト
マ
ト
や
ス
イ
カ
な
ど
に
多
い
の
は
リ
コ

ペ
ン
と
名
前
が
変
わ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
次
々
と
現
れ
る
片
仮
名
の

専
門
用
語
を
覚
え
る
の
は
容
易
で
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
こ
で
「
研
究
が
進
み
、
野
菜
や

果
物
の
色
に
よ
っ
て
効
能
が
異
な
る
こ
と

が
分
か
っ
て
き
た
。
最
も
重
要
な
抗
酸
化

作
用
は
共
通
し
て
あ
る
の
だ
か
ら
、
用
語

に
は
こ
だ
わ
ら
ず
、
色
を
変
え
て
食
べ
れ

ば
名
前
を
覚
え
な
く
て
も
い
い
の
で
は
」

と
、
〝
七
つ
の
色
違
い
摂
取
法
〞
が
推
奨

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

具
体
的
に
七
つ
の
色
と
分
類
名
は
次
の

通
り
で
す
。
赤
い
ト
マ
ト
や
ス
イ
カ
な
ど

は
リ
コ
ピ
ン
、
橙
色
の
カ
ボ
チ
ャ
や
ニ
ン

ジ
ン
な
ど
は
プ
ロ
ビ
タ
ミ
ン
Ａ
、
黄
色
い

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
や
レ
モ
ン
な
ど
は
ル
テ
ィ

ン
、
緑
色
の
オ
ク
ラ
や
ピ
ー
マ
ン
な
ど
は

ク
ロ
ロ
フ
ィ
ル
、
紫
色
の
ブ
ド
ウ
や
ナ
ス

な
ど
は
ア
ン
ト
シ
ア
ニ
ン
、
黒
色
系
の
緑

茶
、
紅
茶
な
ど
は
カ
テ
キ
ン
、
そ
し
て
白

い
ニ
ン
ニ
ク
や
ネ
ギ
は
流
化
ア
リ
ル
、
と

い
っ
た
具
合
で
す
。

　

こ
う
し
た
七
色
を
毎
日
食
べ
る
の
は
大

変
で
し
ょ
う
が
、
三
日
ほ
ど
で
回
せ
ば
さ

ほ
ど
難
し
く
は
な
い
で
し
ょ
う
ね
。
第
７

の
栄
養
素
は
体
内
で
は
創
れ
ず
、
食
べ
て

摂
る
し
か
な
い
の
で
、
簡
単
な
色
を
変
え

る
食
べ
方
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

　

厚
労
省
か
ら
一
日
の
標
準
摂
取
量
は
示

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
サ
プ
リ
類
な
ど
に

頼
ら
ず
、
偏
食
な
く
、
三
食
き
ち
ん
と
食

べ
る
こ
と
が
勧
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

植
物
の
色
素
や
苦
み
が

「
若
々
し
さ
の
味
方
」と
脚
光
を

「
第
7
の
栄
養
素
」

そ
の
代
表
格
は
ポ
リ
フ
ェ
ノ
ー
ル
類

野
菜
・
果
物
は
七
色
を
交
互
に
摂
取
を
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荻原博子の

　年金の「財政検証」が公表されました。相変わらず、
内容は「100年安心」「現役世代の50%を確保」ありきで、
何とかつじつま合わせをしているという感じがします。
ただ今回は、年金受給の 6 つのパターンに加えて、Ａと
Ｂという2つのオプションがつきました。
　オプションＡは、年金の支え手を増やそうというもの。
①所定労働時間20時間以上で、収入が月8万8000 円
以上の120万人を厚生年金に入れる。
②企業規模や賃金にかかわらず、週に 20 時間以上働く
人325万人を雇用保険に入れてしまう。
③収入が月 5万 8000 円以上の人を全員、厚生年金に加
入させてしまう。学生や雇用契約期間が1年未満の人、
非適用事業所の雇用者も加入させ、最終的に 1050 万人
を厚生年金に入れてしまう。学生であっても、バイト代
の収入が月5万8000 円以上なら対象になる可能性が。
　この 3 パターンの内のどれかを 2024 年からやりた
いということです。
　オプションＢは、長く働かせて年金を長く払わせよう
というもの。
　5 パターンがあり、要は、今までの基礎年金の加入期
間を 5年先延ばしにし、厚生年金を 75 歳まで支払える
ようにする。一方、もらう時期は厚生年金なら 75 歳ま
で繰り下げ受給できるようにする。そして、今まで 47
万円までＯＫだった 65 歳以上の在職老齢年金の上限を
引き下げるというものです。

　ＡとＢのうち、ここ数年で具体化しそうなのがＡ。中
でも厚労省がやりたいのは、月5万8000 円以上稼いだ
ら企業の規模に関係なく厚生年金に加入するという意図
でしょう。
　これまでも、501 人以上の企業で月 8 万 8000 円以
上稼ぎ、労使が合意していたら厚生年金に加入すること
になっていました。これを企業規模にかかわらず、月 5 万
8000 円以上稼いでいる人にすべて適用すると、1000
万人以上の人を厚生年金に加入させることができます。

　この要件拡大については、働く側にとっては良い人も
悪い人もいます。今まで国民年金に加入して保険料を支
払っていた人は、厚生年金なら保険料が労使折半なので
安くなる可能性があり、しかも保障も手厚くなります。
ただ、今まで一銭も保険料を支払わずに国民年金に加入
していたサラリーマンの妻の専業主婦（第3号被保険者）
は、保険料を負担しなくてはならなくなります。また国
民年金には約4割の未納者がいます。収入が低いために
保険料を免除されている人もいます。こうした人も、厚
生年金に入ると強制的に保険料を徴収されます。
　ですから、加入する側には様々な状況が想定されます。
ただ、問題はこうした人たちを雇う企業側の方です。
　

　厚生年金や健康保険などの社会保険料は労使折半。保
険料の半分を企業が負担しますが、この額は給料の1割
以上になります。ですから、月 5 万 8000 円以上払う
人を雇って給料の1割以上もの社会保険料を負担すると
なると、企業経営を圧迫する恐れがあるのです。
　企業の社会保険料負担は、一般的には税金より重い。
大企業ならなんとか支払えるかもしれませんが、利益率
の低い中小零細企業には辛い。とても支払えないという
ところも出てくるでしょう。そうなると、パートはなん
とか月 5 万 8000 円以下で雇うということになり、労
働が細切れ化されると言うことも想定できます。また人
件費が上がるので、やっていけなくなるところも出てく
る可能性があります。
　もう1つのオプションの、「なるべく長く働いて納める
ものを納め、年金の受給期間を短くしてほしい」は、5
年後の「財政検証」で、年金の支給年齢を現在の 65 歳
からさらに引き上げる布石になるのでしょう。
　今回の「財政検証」に埋め込まれた2つの爆弾は、企
業にとっては経営を大きく脅かすものになりかねません。
　ただでさえ消費税導入で企業経営が圧迫されるところ
が出てきそうな中で、さらなる追い討ちをかけるものに
なりかねないということです。

★厚生年金加入者を最大1000万人増やす

★消費税引き上げと重なって企業にはダブルパンチに！

中小零細企業に打撃？
「年金財政検証」の中身



ホ
ワ
イ
ト
ロ
ー
ズ 

株
式
会
社  

東
京
・
浅
草
法
人
会

W
H

ITE RO
SE  Co., Ltd. 

享
保
６
年（
１
７
２
１
）、ホ
ワ
イ
ト

ロ
ー
ズ
の
歴
史
は
初
代
武
田
長
五
郎
が

江
戸
で
煙
草
商
人
と
し
て
創
業
し
た
こ

と
に
始
ま
る
。
そ
の
後
、４
代
目
が
刻

み
煙
草
の
保
管
用
油
紙
で
雨
合
羽
を
考

案
。
参
勤
交
代
の
大
名
行
列
に
採
用
さ

れ
、雨
具
商
に
転
身
し
た
。
明
治
期
に

な
る
と
、人
力
車
の
帆
張
り
や
天
幕
を

扱
い
、続
い
て
和
傘
販
売
を
始
め
る
。

国
内
屈
指
の
和
傘
問
屋
と
な
り
、洋
傘

の
製
造
販
売
も
行
っ
た
。

転
機
は
昭
和
25
年
。
進
駐
軍
が
持
ち

込
ん
だ
ビ
ニ
ー
ル
ク
ロ
ス
に
９
代
目
が

着
眼
、色
落
ち
し
や
す
く
防
水
性
に
欠

け
る
綿
素
材
の
傘
を
守
る
ビ
ニ
ー
ル
製

の
傘
カ
バ
ー
を
考
案
し
た
の
だ
。
そ
の

カ
バ
ー
は
爆
発
的
に
ヒ
ッ
ト
し
た
が
、

そ
れ
も
束
の
間
。
ナ
イ
ロ
ン
製
の
傘
が

登
場
し
傘
カ
バ
ー
は
不
要
と
な
る
。
な

ら
ば
、と
辿
り
着
い
た
の
が
３
年
の
開

発
期
間
を
経
て
完
成
さ
せ
た
世
界
初
、

完
全
防
水
の
透
明
ビ
ニ
ー
ル
傘
だ
。

し
か
し
、昭
和
33
年
に
誕
生
し
た
常

識
破
り
の
ビ
ニ
ー
ル
傘
は
、最
初
か
ら

す
ん
な
り
と
受
け
入
れ
ら
れ
た
わ
け
で

は
な
い
。
東
京
五
輪
を
機
に
米
国
輸
出

で
評
価
さ
れ
、よ
う
や
く
国
内
販
売
も

加
速
。
高
度
成
長
期
に
は
最
先
端
の

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
人
気
を
博
す

が
、そ
の
後
多
く
の
メ
ー
カ
ー
が
参
入

す
る
と
低
価
格
化
が
進
み
、消
耗
品
と

化
し
て
い
っ
た
。
中
国
製
が
大
量
に
流

通
す
る
中
、現
在
国
内
で
製
造
し
て
い

る
の
は
同
社
の
み
と
い
う
現
状
だ
。

そ
ん
な
逆
境
に
あ
っ
て
も「
そ
の
道

の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
に
」と
い
う
社
是
を
貫

き
、一
般
の
ビ
ニ
ー
ル
傘
と
は
全
く
違
う

視
点
で
開
発
を
続
け
て
い
る
。
中
骨
に

は
折
れ
に
く
く
風
を
受
け
流
す
グ
ラ
ス

フ
ァ
イ
バ
ー
を
使
用
。
外
か
ら
の
雨
を

通
さ
ず
、内
側
か
ら
の
風
は
逃
す「
逆
支

弁
機
構
」の
開
発
。
徹
底
し
た
こ
だ
わ
り

が
作
っ
た
超
高
級
ビ
ニ
ー
ル
傘
は
新
し

い
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
創
出
し
、宮
内
庁
や
歴

代
総
理
の
御
用
と
な
っ
た
。

度
重
な
る
苦
境
に
も
屈
せ
ず
常
に
挑

戦
し
続
け
る
同
社
。
視
界
の
良
さ
と
荒

天
か
ら
も
人
々
を
守
る「
一
番
安
全
・

頑
丈
な
傘
」と
し
て
、こ
れ
か
ら
も
そ
の

高
み
を
追
求
し
て
い
く
。

創
業  

享
保
六
年
｜Since 1721

013
�le:

孤高の道を貫く、パイオニアの美学
代表取締役社長　須藤  宰

Company Pro�le ホワイトローズ 株式会社　工房所在地 ■ 東京都台東区寿2-4-8　03-3841-9601 
業種 ■ ビニール等を素材とした雨具・家庭用品等の製造および販売　従業員数 ■ 10名　https://www.whiterose.jp/

■1 

美
し
い
フ
ォ
ル
ム
で
人
気
の「
十
六
夜
桜
」（
1
万
円
）。グ
ラ
ス
フ
ァ
イ
バ
ー
を
使
用
し
た
中
骨
、風
を
逃
す「
逆
支
弁
機
構
」で
軽
く
し
な
や
か
。ハ
ン
ド
ル
は
桜
の
天
然
木　

■2 

昭
和
16
年
当
時
の
本
社
屋
。和
傘
に
加
え
、洋
傘
も
製
造
販
売
し
た　

■3 

現
社
長
で
10
代
目
の
須
藤
宰
氏
。東
京
都
洋
傘
組
合
の
理
事
長
も
務
め
る　

■4 

浅
草
の
現
店
舗
。宮
内
庁
御
用
を
は
じ
め
、様
々
な
用
途
に
対
応
す
る
平
均
単
価
１
万
円
代
の
高
級
ビ
ニ
ー
ル
傘
が
揃
う
。1
本
1
本
全
て
職
人
達
の
手
作
り
で
、「
メ
イ
ド
イ
ン
ジ
ャ
パ
ン
」の
誇
り
が
息
づ
い
て
い
る

2019  秋

つかさ

2

1

3

4



琉
球
王
朝
時
代
、泡
盛
古
酒
は
貴
重

な
酒
と
し
て
王
府
の
管
理
下
に
置
か

れ
、首
里
三
箇
と
呼
ば
れ
る
崎
山
、赤

田
、鳥
堀
の「
焼
酎
職
」だ
け
に
醸
造
が

許
さ
れ
た
。
瑞
泉
酒
造
の
創
業
は
明
治

20
年（
１
８
８
７
）。
三
箇
の
一
つ
、崎

山
町
の
焼
酎
職
の
三
男
と
し
て
生
ま
れ

た
喜
屋
武
幸
永
が
分
家
し
、喜
屋
武
酒

造
場
を
興
し
た
の
が
始
ま
り
だ
。
酒
銘

の「
瑞
泉
」は
か
つ
て
首
里
城
内
の
第
二

門
に
登
る
石
段
の
途
中
に
あ
っ
た
清
冽

な
清
水「
瑞
泉
」に
由
来
す
る
。

蔵
は
の
ち
に
佐
久
本
酒
造
場
に
改

称
。
し
か
し
、戦
況
の
激
化
と
共
に
休

業
を
余
儀
な
く
さ
れ
、昭
和
20
年
の
空

襲
で
首
里
の
町
は
壊
滅
状
態
と
な
る
。

多
く
の
酒
造
所
が
戦
禍
を
受
け
た
よ
う

に
、瑞
泉
も
大
打
撃
を
受
け
た
。

製
造
の
再
開
は
昭
和
26
年
。
し
か
し
、

受
け
継
い
だ
泡
盛
造
り
へ
の
情
熱
は
変

わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
昭
和
46
年
に

株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
と
、そ
の
後

大
量
の
泡
盛
を
ま
ろ
や
か
な
古
酒
と
し

て
熟
成
さ
せ
る
べ
く
貯
蔵
庫
を
建
設
。

通
常
３
年
以
上
と
さ
れ
る
親
酒
の
熟
成

を
７
年
以
上
か
け
、よ
り
深
み
の
あ
る

味
わ
い
を
目
指
し
た
。
平
成
14
年
か
ら

は
本
格
的
に
海
外
へ
進
出
、国
内
外
か

ら
高
い
評
価
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
。

こ
う
し
た
中
で
同
社
に
劇
的
な
出

来
事
が
訪
れ
た
。
平
成
10
年
、壊
滅
し

た
は
ず
の
瑞
泉
の
黒
麹
菌
が
東
京
大

学
の
研
究
室
で
見
つ
か
っ
た
の
だ
。
発

酵
学
の
権
威
・
坂
口
謹
一
郎
名
誉
教

授
が
戦
前
に
採
取
し
、戦
時
中
は
新
潟

に
疎
開
さ
せ
て
い
た
。
海
を
渡
り
、奇

跡
的
に
現
存
し
て
い
た
黒
麹
菌
発
見

の
知
ら
せ
に
、戦
前
の
泡
盛
復
活
劇
が

繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
沖
縄
国
税
事
務
所

の
須
藤
主
任
鑑
定
官
や
坂
口
研
究
室

の
協
力
と
、杜
氏
た
ち
の
徹
底
し
た
温

度
管
理
や
試
行
錯
誤
の
繰
り
返
し
。
そ

し
て
遂
に
、60
年
の
眠
り
か
ら
甦
っ
た

泡
盛
は
、「
御
酒
」と
命
名
さ
れ
、感
動
の

ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て
話
題
を
呼
ん
だ
。

平
成
18
年
に
は
泡
盛
を
使
用
し
た
リ

キ
ュ
ー
ル
の
製
造
販
売
も
開
始
。
古
酒

造
り
の
伝
統
を
守
り
続
け
、時
代
に

マ
ッ
チ
し
た
商
品
開
発
に
も
挑
戦
。
泡

盛
の
新
し
い
文
化
を
切
り
拓
い
て
い
る
。

感動を与える泡盛を世界へ 

瑞
泉
酒
造 
株
式
会
社  

沖
縄
・
北
那
覇
法
人
会

創
業  

明
治
二
十
年
｜Since 1887

014
�le:
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Zuisen D
istillery Co., Ltd. 

代表取締役社長　佐久本  学

Company Pro�le

  秋2019

1

3

■1 

戦
火
を
生
き
延
び
た
黒
麹
菌
を
用
い
、奇
跡
的
に
発
酵
に
成
功
し
た「
御
酒
」。「
う
さ
き
」と
は
、沖
縄
で
古
く
か
ら
使
わ
れ
て
い
た

「
お
酒
」の
意
味　

■2 

本
社
で
は
無
料
で
工
場
見
学
や
試
飲
が
で
き
、観
光
客
に
も
人
気
だ　

■3 

昭
和
30
年
代
の
瑞
泉
の
工
場
。

沖
縄
は
ア
メ
リ
カ
占
領
下
で
、泡
盛
に
と
っ
て
は
冬
の
時
代
だ
っ
た　

■4 

２
０
１
２
年
に
父
の
跡
を
継
い
だ
現
社
長
の
佐
久
本
学
氏
は

６
代
目
と
な
る

4

2

う 
さ 
き

瑞泉酒造 株式会社　本社所在地 ■ 沖縄県那覇市首里崎山町1-35　098-884-1968
業種 ■ 酒類製造業　従業員数 ■ 32名　https://www.zuisen.co.jp/
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エール
私の経営哲学
ベル食品 株式会社
代表取締役会長　福山 恵太郎
物心両面の幸福を追求する場、―それが会社だ
全法連ひろば
特集
令和２年度税制改正に関する提言
リレーニュース 
税論
税務相談Q&A

▶ご意見・ご要望・ご感想は
〒 東京都新宿区四谷坂町
公益財団法人 全国法人会総連合「ほうじん」係へ。

間
違
い
さ
が
し

1

2

5

6

10

12

13

情報分析の目
実践　税務調査
健康バンザイ
暮らし塾
老舗の肖像
ホワイトローズ 株式会社
瑞泉酒造 株式会社
▶間違いさがし ▶たいへん日和

▼
北
海
道
在
住
の
頃
。
焼
肉
、
肉
じ
ゃ
が
、
野
菜
炒

め
、
ブ
リ
の
照
焼…

「
成
吉
思
汗
の
た
れ
」
は
万
能
調

味
料
で
し
た
。
そ
の
製
造
元
で
あ
る
ベ
ル
食
品
さ
ん
へ

の
取
材
で
札
幌
に
。
事
業
承
継
さ
れ
て
約
１
年
と
の
こ

と
で
、
初
の
会
長
・
社
長
ダ
ブ
ル
取
材
で
し
た
。
空
き

時
間
は
フ
ル
活
用
。
夜
は
新
鮮
な
魚
介
類
と
狸
小
路
の

味
噌
ラ
ー
メ
ン
。
昼
は
時
計
台
の
館
内
見
学
、
大
通
公

園
で
ソ
フ
ト
ク
リ
ー
ム
、
白
い
恋
人
パ
ー
ク
に
も
行
っ

た
し
、
空
港
で
柳
月
の
三
方
六
も
買
っ
た
の
に
。「
ジ
ン

ギ
ス
カ
ン
食
べ
て
な
い
じ
ゃ
ん
」
。 

 

（
澤
田
）

▼
ラ
グ
ビ
ー
日
本
代
表
の
歴
史
的
な
快
進
撃
で
沸
き
あ

が
る
日
本
列
島
。
コ
ン
バ
ー
ジ
ョ
ン
キ
ッ
ク
を
華
麗
に

決
め
る
田
村
優
選
手
や
Ｓ
Ｈ
の
田
中
史
朗
選
手
が
所
属

す
る
キ
ヤ
ノ
ン
イ
ー
グ
ル
ス
は
、
私
の
住
む
町
田
市
が

ホ
ー
ム
タ
ウ
ン
だ
。
解
説
で
登
場
す
る
往
年
の
Ｓ
Ｈ
、

あ
の
永
友
洋
司
さ
ん
が
Ｇ
Ｍ
を
務
め
て
い
る
。
市
で
は

ナ
ミ
ビ
ア
が
キ
ャ
ン
プ
を
張
り
、
様
々
な
プ
ロ
グ
ラ
ム

で
選
手
た
ち
を
も
て
な
し
た
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
戦

の
2
日
前
に
は
、
自
慢（
笑
）の
町
田
リ
ス
園
で
放
し
飼

い
の
リ
ス
と
触
れ
合
う
和
や
か
な
時
間
を
演
出
、

シ
ュ
ー
ル
な
光
景
が
全
国
に
広
ま
っ
た
。
あ
ぁ
ぁ…

私
、
Ｒ
Ｗ
Ｃ
ロ
ス
に
襲
わ
れ
る
、
き
っ
と
。  

（
神
子
）

間違いさがし答え  ①カーテンの裾②犬の尾③ソファーのつぎはぎ④植物の葉の色⑤家計簿→家計母⑥円紙の羽根⑦女の子の髪型

【
編
集
後
記
】

2
枚
の
絵
に
は
、
間
違
い
が
７
か
所
あ
り
ま
す
。
頭
の
コ
リ
が

と
れ
る
か
な
？　

答
え
は
こ
の
ペ
ー
ジ
の
下
に
あ
り
ま
す
。  



▲

http://www.zenkokuhojinkai.or.jp

発行所
公益財団法人  全国法人会総連合

編集
株式会社VisionDesign

秋
号 

（
第
七
十
巻
秋
号
）

Ⓒ
禁
無
断
転
載

令
和
元
年
十
一
月
一
日
発
行（
季
刊 

一
、四
、七
、十
一
月
の
一
日
発
行
）

第
七
十
巻
　
秋
号（
通
巻
第
七
〇
六
号
）
　

ほ
う
じ
ん

■

）
記
時
歳
の
食
（物
べ
食
の
こ、
節
季
の
こ

、
が
魚
た
び
帯
を
み
青
な
か
や
鮮

。
す
ま
き
で
ん
運
を
み
旨
の
秋

の
ば
さ
塩
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悦
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餉
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お
根
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た
し
ま
き
て
し
が
い
匂
い
し
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て
き
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み
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す
ま
き
頂
を
ば
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の
々
熱
て
し
ら
垂
を
油
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し
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が
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は
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け
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冬
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で
質
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な
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ら
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鮨
し
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鯖
め
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人
る
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物
好
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煮
噌
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表
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魚
青
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さ
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）
ば
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で
青
に
ん
へ
魚

や
A
P
E
酸
肪
脂
和
飽
不
も
で
か
な、
み
富
に
質
脂、
え

ス
レ
コ
玉
悪
は
A
P
E。
す
ま
い
で
ん
含
く
多
を
A
H
D

活
生、
し
防
予
を
化
硬
脈
動、
り
あ
が
き
働
す
や
増
を
ル

力
憶
記、
り
あ
が
果
効
る
す
持
維
を
能
機
の
織
組
経
神

血、
た
ま。
す
ま
れ
さ
と
い
良
も
に
目、
え
抑
を
下
低
の

含
く
多
が
ン
リ
ウ
タ、
ン
ミ
タ
ビ
や
分
鉄
は
に
分
部
の
い
合

化
老、
し
防
予
を
ど
な
患
疾
腸
胃、
炎
膚
皮、
血
貧、
れ
ま

。
す
ま
き
で
待
期
も
用
効
る
す
制
抑
を

の
会
人
法
〈、
を
者
営
経
す
な
こ
を
ス
ネ
ジ
ビ
で
り
ぶ
事
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す
ま
し

げ

　う
ゆ

ば
さ

◎上記商品の正式名称は次のとおりです。
　総合型V Rタイプ：大同生命の無配当年満期定期保険（無解約払戻金型）とAIG損保のベーシック傷害保険、
　総合型V Tタイプ：大同生命の無配当就業障がい保障保険（身体障がい者手帳連動・無解約払戻金型）
 もしくは無配当就業障がい保障保険（身体障がい者手帳連動型）とAIG損保のベーシック傷害保険、
　Jタイプ：無配当重大疾病保障保険（無解約払戻金型）、
　Mタイプ：無配当総合医療保険（保険料払込中無解約払戻金型）
◎ 。いさだく覧ごず必を」款約「」りおしの約契ご「」報情起喚意注「」］要概約契［書計設「、はてったあに約契ご・討検ご
◎記載は平成30年1月現在の内容です。将来変更となる可能性があります。 F-29-1003　（平成29年11月7日）

引受保険会社

2000-055〒）阪大（ 社本
 大阪市西区江戸堀1丁目2番1号
 （東京）〒103-6031
 東京都中央区日本橋2丁目7番1号
 0120-789-501（通話料無料）
大同生命ホームページ https://www.daido-life.co.jp/

法人会会員のみなさまに

〈会社をお守りするトータル保障プラン〉

経営者大型総合保障制度
生命保険と損害保険の組み合わせにより、万一の場合はもちろん、
働けなくなった場合のリスクに備えるための各種制度商品をご用意しています。

重大疾病による
長期離職の

リスクに対する保険

Jタイプ

お亡くなりになる
リスクに対する保険

総合型
Rタイプ

V

重度の身体障がい
状態による退職の
リスクに対する保険

総合型
Tタイプ

V

ケガ・病気による
一時的な離職の
リスクに対する保険

Mタイプ

〒105-8602 東京都港区虎ノ門4丁目3番20号
TEL 03-6848-8500
AIGホームページ http://www.aig.co.jp/sonpo

【
鯖
】


